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全国ベースで
毎年８万トン程度
需要量が減少

○ 米の１人当たりの年間消費量は、昭和37年度をピークに一貫して減少傾向にある。具体的には、37年度には118㎏の米を
消費していたのが、平成26年度には、その半分程度の55㎏にまで減少している。

○ また、米の全国ベースでの需要量は毎年約８万トンずつの減少傾向にある。

資料：農林水産省「食料需給表」
注：１人１年当たり供給純食料の値である。

○ 米の年間1人当たり消費量の推移 ○ 米の需要量の推移

資料：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」

米の消費に関する動向
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▲2.2kg／年
（昭和40年代）

（年平均減少量）
▲1.3kg／年
（昭和50年代）

▲0.8kg／年
（昭和60～平成6年度）

▲0.6kg／年
（平成7～16年度）

▲0.6kg／年
（平成17～26年度）

Kg(精米)

平成



麦
17万ha

大豆
12万ha

麦
17万ha

大豆
12万ha

麦
17万ha

大豆
12万ha

麦
17万ha

大豆
11万ha

大豆
13万ha

麦
17万ha

麦
17万ha

大豆
11万ha

○ 平成20年産以降、主食用米の需要減少分は、飼料用米等の拡大で対応されている。こうした取組を進めることで、水田がフルに活用
され、生産者等の主体的経営判断による需要に応じた米生産の推進が期待される。

麦
17万ha

水田における土地利用の状況

麦
17万ha ２

主食用米：160万ha

〔22年産〕 水稲作付面積：166万ha

主食用米：158万ha

加工用米：3.9万ha

飼料用米等：3.7万ha
（1.5万ha）

〔23年産〕 水稲作付面積：163万ha

主食用米：153万ha

加工用米：2.8万ha
飼料用米等：6.6万ha

（3.4万ha）
備蓄米：1.2万ha

〔24年産〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：152万ha

加工用米：3.3万ha 飼料用米等：6.8万ha
（3.5万ha）

備蓄米：1.5万ha

〔25年産〕 水稲作付面積：165万ha

主食用米：152万ha

飼料用米等：5.4万ha
（2.2万ha）

備蓄米：3.3万ha

〔26年産〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：147万ha

加工用米：4.9万ha 飼料用米等：7.1万ha
（3.4万ha）

備蓄米：4.5万ha

〔27年産〕 水稲作付面積：162万ha

主食用米：141万ha

加工用米：4.7万ha 飼料用米等：12.5万ha
（8万ha）

備蓄米：4.5万ha

〔21年産〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：159万ha

加工用米：2.6万ha

〔20年産〕 水稲作付面積：164万ha 加工用米：2.7万ha

飼料用米等：1.2万ha
（0.1万ha）

※（）内は飼料用米のみの面積

飼料用米等：1.8万ha
（0.4万ha）

加工用米：3.8万ha

大豆
11万ha

大豆
11万ha



米の用途別・年産別、生産量の推移

用途

年産 米粉用 飼料用 輸出用 酒造用 その他

8,658 149 12 1 8 0 - 3

8,309 141 41 13 23 1 - 3

8,239 213 115 28 81 2 - 4

8,133 68 155 229 40 183 2 - 4

8,210 85 181 224 35 183 3 - 4

8,182 183 208 142 21 115 3 - 3

7,882 251 266 211 18 178 6 4 3

7,442 248 257 460 23 421 8 7 027

新規需要米加工用米備蓄米主食用米

20

21

22

23

24

25

26

平成22年産

米までは

主食用とし

て生産。

注１:主食用米については、作物統計（農林水産省統計部）の値である。
注２:備蓄米については、政府買入実績値である。
注３:加工用米については実績値で、平成27年産は計画数量である。
注４:新規需要米については計画生産量で、平成27年産は平成27年10月15日現在の値である。
注５:新規需要米の「酒造用」は「需要に応じた米生産の推進に関する要領」に基づき生産数量目標の枠外で生産された玄米を指す。
注６:その他については、わら専用稲、青刈り用稲、バイオエタノール用米等である。
注７:ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。 ３

（単位：千トン）



都道府県別の飼料用米の取組状況

26年産
①

27年産
②

差
③=②-①

対前年比
④=②/①

26年産
⑤

27年産
⑥

差
⑦=⑥-⑤

26年産
①

27年産
②

差
③=②-①

対前年比
④=②/①

26年産
⑤

27年産
⑥

差
⑦=⑥-⑤

ha ha ha % トン トン トン ha ha ha % トン トン トン

北海道 712 2,347 1,635 330 3,662 12,523 8,861 滋賀県 384 657 273 171 1,970 3,386 1,417

青森県 2,812 7,211 4,398 256 15,883 41,130 25,247 京都府 93 108 15 116 480 558 78

岩手県 2,035 4,155 2,120 204 10,799 22,043 11,244 大阪府 0 3 2 731 2 14 12

宮城県 1,954 4,850 2,896 248 10,453 25,834 15,381 兵庫県 123 172 49 140 635 885 250

秋田県 1,180 2,946 1,766 250 6,612 16,540 9,928 奈良県 25 60 35 237 133 310 177

山形県 2,150 3,726 1,576 173 12,821 22,301 9,480 和歌山県 2 4 2 182 9 17 8

福島県 888 3,787 2,899 426 4,530 19,530 15,000 鳥取県 660 1,090 430 165 3,454 5,694 2,241

茨城県 2,499 7,011 4,513 281 13,068 36,698 23,630 島根県 748 1,104 356 148 3,842 5,675 1,833

栃木県 3,943 9,248 5,305 235 20,857 48,874 28,017 岡山県 388 1,167 779 301 2,056 6,176 4,120

群馬県 654 1,753 1,099 268 3,229 8,659 5,430 広島県 94 375 282 401 501 1,992 1,490

埼玉県 945 2,770 1,825 293 4,621 13,559 8,938 山口県 267 597 329 223 1,337 2,996 1,659

千葉県 1,138 3,995 2,857 351 6,136 21,362 15,226 徳島県 194 988 795 511 912 4,666 3,754

東京都 香川県 76 375 299 496 376 1,869 1,493

神奈川県 14 16 1 108 73 79 5 愛媛県 124 236 112 191 615 1,177 563

新潟県 876 3,414 2,538 390 4,655 18,523 13,868 高知県 409 916 507 224 1,793 4,090 2,297

富山県 349 634 285 182 1,878 3,407 1,528 福岡県 1,153 1,533 380 133 5,677 7,552 1,875

石川県 301 537 236 179 1,544 2,731 1,187 佐賀県 285 358 74 126 1,555 1,841 286

福井県 304 719 415 236 1,572 3,729 2,157 長崎県 125 164 39 131 589 766 178

山梨県 3 14 11 448 16 71 55 熊本県 867 1,296 429 149 4,486 6,679 2,192

長野県 178 370 192 208 1,135 2,345 1,210 大分県 1,055 1,359 304 129 5,394 6,931 1,537

岐阜県 1,075 2,436 1,361 227 5,124 11,627 6,503 宮崎県 170 449 279 264 815 2,218 1,403

静岡県 594 891 297 150 3,070 4,595 1,525 鹿児島県 300 773 473 258 1,427 3,643 2,216

愛知県 1,041 1,752 712 168 5,194 8,775 3,582 沖縄県

三重県 696 1,405 709 202 3,496 7,007 3,511 全国 33,881 79,766 45,886 235 178,486 421,077 242,591

都道府県

面積 数量

都道府県

面積 数量

４



生産数量目標
（自主的取組参考値）

主食用米
生産量

超過数量
①を面積換算

したもの
主食用米
作付面積

超過作付面積
(対自主的取組参考値）

作況
指数

① ② ②－① ③ ④ ④－③ ⑤
万ﾄﾝ 万ﾄﾝ 万ﾄﾝ 万ha 万ha 万ha

16 857 860 2 163.3 165.8 2.5 98

17 851 893 42 161.5 165.2 3.7 101

18 833 840 7 157.5 164.3 6.8 96

19 828 854 26 156.6 163.7 7.1 99

20 815 865 50 154.2 159.6 5.4 102

21 815 831 16 154.3 159.2 4.9 98

22 813 824 11 153.9 158.0 4.1 98

23 795 814 19 150.4 152.6 2.2 101

24 793 821 28 150.0 152.4 2.4 102

25 791 818 27 149.5 152.2 2.7 102

26 765 788 23 144.6 147.4 2.8 101

751 141.9 ▲ 1.3
(739) (139.7) (0.9)

140.6 10027

年産

744 ▲ 7

全国の生産数量目標、主食用米生産量等の推移

５

注５

注１：②の主食用米生産量（23年産以前）は、統計部公表の水稲収穫量から加工用米等の出荷実績数量を控除した数値。
２：④の主食用米作付面積（23年産以前）は、統計部公表の水稲作付面積から加工用米等の作付面積を控除した数値。
３：②、④及び⑤の24年産以降の数値は、それぞれ統計部公表の12月の収穫量（主食用）、主食用作付面積及び作況指数。
４：ラウンドの関係で内訳が一致しない場合がある。
５：27年産から、生産数量目標と併せ、自主的取組参考値を提示することとなったため、これを括弧書きで併記。
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２７年産米の作付実績

７

○主食用米及び戦略作物の作付面積

注１：ラウンドにより差が異なる場合がある。
注２：「その他」の内訳は、加工用米、飼料用米及びＷＣＳ以外の新規需要米、備蓄米、飼料作物、そば、なたね

○ 平成27年産については、主食用米から飼料用米、麦・大豆、ＷＣＳ（稲発酵粗飼料）等への転換が進み、前年比で
＋6.2万ha転換。

○ この結果、27年産米の主食用米の作付面積は140.6万㏊となり、生産数量目標141.9万㏊を1.3万㏊下回り、超過作
付は生産数量目標の配分を開始して以来初めて解消された。

作付面積
①

生産数量目標
②

超過作付
①ー②

飼料用米 ＷＣＳ 麦 大豆 その他

26年産 (万ha) 147.4 144.6 2.8 3.4 3.1 9.8 8.0 19.8

27年産 (万ha) 140.6 141.9 ▲ 1.3 8.0 3.8 9.9 8.7 19.8

差
(27-26)

(万ha) ▲ 6.8 ▲ 2.7 ▲ 4.1 4.6 0.8 0.2 0.6 ▲ 0.0

主食用米 戦略作物等（基幹作物のみ）

前年比6.2万 ha増
超過作付が初めて解消

（平成16年産から生産数量
目標を配分して以降初）

平成27年産飼料用米：生産量42万トン



都道府県別の超過作付の状況

８

対生産数量
目標

対自主的
取組参考値

対生産数量
目標

対自主的
取組参考値

北海道 ▲ 68 100,100 ▲ 1,700 ▲ 190 滋賀県 ▲ 286 30,600 ▲ 400 120

青森県 ▲ 159 37,300 ▲ 4,300 ▲ 3,550 京都府 ▲ 27 14,400 ▲ 500 ▲ 220

岩手県 ▲ 499 48,100 ▲ 2,800 ▲ 1,970 大阪府 244 5,440 140 230

宮城県 ▲ 472 63,700 ▲ 2,000 ▲ 1,030 兵庫県 374 35,700 ▲ 100 470

秋田県 224 71,200 ▲ 1,700 ▲ 500 奈良県 877 8,850 720 850

山形県 711 57,700 ▲ 300 630 和歌山県 137 6,900 ▲ 150 ▲ 30

福島県 ▲ 1,286 61,500 ▲ 100 ▲ 720 鳥取県 ▲ 55 12,400 ▲ 500 ▲ 260

茨城県 6,847 68,400 3,800 4,800 島根県 ▲ 3 17,500 ▲ 200 100

栃木県 969 54,100 ▲ 1,200 ▲ 330 岡山県 665 29,600 ▲ 500 ▲ 60

群馬県 262 14,400 ▲ 900 ▲ 670 広島県 ▲ 99 24,000 ▲ 800 ▲ 450

埼玉県 2,718 31,700 800 1,320 山口県 ▲ 439 20,500 ▲ 1,000 ▲ 730

千葉県 11,538 55,200 9,100 9,860 徳島県 472 11,700 ▲ 700 ▲ 450

東京都 ▲ 31 156 ▲ 34 ▲ 24 香川県 ▲ 91 13,500 ▲ 600 ▲ 350

神奈川県 236 3,130 210 260 愛媛県 ▲ 70 14,600 ▲ 200 ▲ 10

新潟県 4,982 102,400 4,600 7,410 高知県 1,800 11,900 1,000 1,190

富山県 ▲ 163 34,200 ▲ 400 180 福岡県 ▲ 74 35,900 ▲ 700 ▲ 80

石川県 ▲ 22 23,600 ▲ 300 160 佐賀県 ▲ 521 25,000 ▲ 1,500 ▲ 1,090

福井県 ▲ 107 23,900 ▲ 300 110 長崎県 46 12,500 ▲ 700 ▲ 440

山梨県 ▲ 4 4,980 ▲ 30 50 熊本県 ▲ 808 34,300 ▲ 2,500 ▲ 1,870

長野県 1,188 32,200 1,000 1,460 大分県 ▲ 683 21,700 ▲ 1,700 ▲ 1,320

岐阜県 130 22,100 ▲ 700 ▲ 340 宮崎県 ▲ 1,587 16,100 ▲ 2,700 ▲ 2,430

静岡県 540 16,100 200 440 鹿児島県 ▲ 901 20,900 ▲ 2,100 ▲ 1,730

愛知県 1,547 27,200 700 1,000 沖縄県 ▲ 88 788 ▲ 142 ▲ 122

三重県 ▲ 295 27,700 ▲ 1,000 ▲ 540 合　　計 2.8万 140.6万 ▲ 1.3万 0.9万

27年産超過作付の
状況（ha）都道府県

26年産
超過作付

（ha）

２７年産

都道府県
26年産

超過作付
（ha）

２７年産

主食用米
作付面積

27年産超過作付の
状況（ha） 主食用米

作付面積



実　数
前年産

との比較
実　数

前年産
との比較

主食用
作付面積

収穫量
（主食用）

作況
指数

① ② 対　差 ③=①×② 対　差 ④ ⑤=④×②

ha kg kg ｔ ｔ ha t

全　　　国 1,505,000 531 △ 5 7,986,000 △ 449,000 1,406,000 7,442,000 100

北　海　道 107,800 559 △ 18 602,600 △ 37,900 100,100 559,600 104

東　　　北 381,300 579 △ 6 2,209,000 △ 145,000 339,500 1,964,000 103

北　　　陸 207,800 531 △ 5 1,104,000 △ 35,000 184,100 977,800 99

関東・東山 275,100 526 △ 18 1,447,000 △ 147,000 264,200 1,390,000 98

東　　　海 95,200 494 △ 3 470,200 △ 24,900 93,100 459,800 98

近　　　畿 105,800 508 11 537,200 100 101,900 517,700 100

中　　　国 108,100 503 8 543,900 △ 13,000 104,100 523,400 97

四　　　国 52,100 466 3 242,800 △ 13,400 51,700 241,000 96

九　　　州 170,700 484 2 826,800 △ 32,000 166,300 806,100 96

沖　　　縄 788 288 27 2,270 30 788 2,270 94

作付面積
（子実用）

収穫量（子実用） 参　　　考

全国農業
地域

10a当たり収量

全国農業地域別10a当たり収量 平成27年産水稲の作付面積及び収穫量（全国農業地域別）

注：１ 10ａ当たり予想収量及び予想収穫量は、1.70㎜のふるい目幅で選別された玄米の重量である。
２ 収穫量（子実用）及び収穫量（主食用）については都道府県ごとの積上げ値であるため、表頭の計算は
一致しない場合がある。

３ 作況指数は、全国農業地域の農家等が使用しているふるい目幅の分布において、大きいものから数えて
９割を占めるまでのふるいの目幅（北海道、東北及び北陸は1.85㎜、関東・東山、東海、近畿、中国及び
九州は1.80㎜、四国及び沖縄は1.75㎜）以上に選別された玄米を基に算出した数値である。

平成27年産水稲の作付面積及び収穫量（平成27年12月４日公表）

○ 平成27年産水稲作付面積（主食用）は140.6万haで、前年産に比べて6.8万haの減少（対前年比95.4％）となった。

○ 全国の10a当たり収量は平年並みの531㎏（作況指数100）となった。
これは、北海道及び東北では、全もみ数及び登熟がおおむね平年を上回った一方、関東以西では、全もみ数は地

域によって差があったものの、８月中旬以降の日照不足や台風等の影響により登熟が総じて平年を下回ったためで
ある。

○ この結果、収穫量（主食用）は744万㌧で、前年産に比べて44万㌧の減少（対前年比94.4％）となった。

９



全国農業地域・都道府県別作況指数（平成27年12月４日公表）【農家等が使用しているふるい目幅ベース】

注：１ 作況指数は、全国農業地域の農家等が使用しているふるい目幅の分布において、大きいものから数えて９割を占めるまでのふるいの
目幅（北海道、東北及び北陸は1.85㎜、関東・東山、東海、近畿、中国及び九州は1.80㎜、四国及び沖縄は1.75㎜）以上に選別された
玄米を基に算出した数値である。

２ 徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の作況指数は早期栽培（第一期稲）と普通期栽培（第二期稲）を合算したものである。

や や 良 （105～102）

平 年 並 み （ 101～ 99）

や や 不 良 （ 98～ 95）

不 良 （ 94以 下）

作 柄 の 良 否 （ 作 況 指 数 ）
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○ 平成27/28年の主食用米等の需給見通し

平成27年６月末民間在庫量 226万トン

平成27年産主食用米等生産量 744万トン

平成27/28年主食用米等需要量(見通し)  763万トン

平成28年６月末民間在庫量(見通し)  207万トン

○ 平成28年産米の生産数量目標等の考え方

【生産数量目標】
主食用米の需要に応じた生産を推進する観点から、近年のトレンドとして需要が毎年概ね８万トン減少して

いることを勘案し、平成27年産米の生産数量目標751万トンから８万トンを控除した743万トンと設定。

【自主的取組参考値】
仮にこれだけ生産すれば、平成29年６月末の民間在庫量が近年では低位の水準となるものとして、735万トン

と設定。

○ 平成28/29年の主食用米等の需給見通し

（単位：万トン）

 平成28年６月末民間在庫量 Ａ 207 207

 平成28年産主食用米等生産量 Ｂ 743 735

 平成28/29年主食用米等供給量計 Ｃ＝Ａ＋Ｂ 950 942

 平成28/29年主食用米等需要量 Ｄ 762 762

 平成29年６月末民間在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ 188 180

注：平成28/29年主食用米等需要量については、現時点で価格の状況を見通すことが困難である
  ため、価格の変動が生じた場合の需要量への影響は見込んでいない。

（生産数量目標） （自主的取組参考値）

平成27/28年及び平成28/29年の主食用米等の需給見通し（平成27年11月公表 基本指針）
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     資料：農林水産省調べ

     注１：価格には、運賃、包装代、消費税相当額(５％。ただし、25年産の26年4月分以降は８％)が含まれている。

     　２：グラフの左側は各年産の平均価格（注３）、それ以降は月ごとの価格の推移。

     　３：平均価格とは、当該年産の出回りから翌年10月（27年産は翌年5月）までの通年平均である（27年産は速報値ベース）。

13,040

12,781
12,630 12,711 12,710 12,687 12,750 12,760 12,807 12,857 12,896

13,283

15,196 15,154 15,178
15,233 15,273

15,327 15,303 15,374 15,412
15,567 15,643 15,541

16,650 16,579 16,518 16,540 16,587 16,534 16,534 16,508 16,442
16,293

16,148 16,127

14,871
14,752

14,637 14,582 14,534 14,501 14,449

14,663
14,467

14,328

14,040
13,684

12,481

12,215 12,162 12,142 12,078 12,044
11,943 11,921 11,891

12,068
11,949 11,928

13,178 13,116 13,223 13,245 13,238 13,265 13,252 13,208
13,329

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

各年産の 平均価格 当年

9月 10月 11月 12月

翌年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

（円/60ｋｇ）

22年産 23年産 24年産 25年産 26年産 27年産

相対取引価格の推移（税込）

0

23年産(15,215円)

26年産(11,967円)

22年産(12,711円)

24年産(16,501円)

25年産(14,341円)

年産平均価格 月 別 価 格

27年産(13,176円)

各年産の平均価格

○ 27年産米の平成28年5月の相対取引価格は、全銘柄平均価格で前年産同時期に比べ＋1,400円程度の13,329円/60kgと
なったところ。

相対取引価格の推移（22年産～27年産）
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単位：円/玄米60kg(税込)

27年産 26年産 27年産 26年産 27年産 26年産

出回り～
28年5月

出回り～
27年10月

出回り～
28年5月

出回り～
27年10月

出回り～
28年5月

出回り～
27年10月

① ② ①-② ① ② ①-② ① ② ①-②

北海道 ななつぼし 13,094 12,453 + 641 静岡 コシヒカリ 14,235 13,497 + 738 岡山 アケボノ 11,539 10,209 + 1,330

北海道 きらら３９７ 12,493 11,400 + 1,093 静岡 あいちのかおり 12,619 11,932 + 687 岡山 あきたこまち 11,882 11,340 + 542

北海道 ゆめぴりか 16,177 15,870 + 307 新潟 コシヒカリ（一般） 16,190 15,451 + 739 岡山 ヒノヒカリ 12,049 11,094 + 955

青森 まっしぐら 11,559 9,792 + 1,767 新潟 コシヒカリ（魚沼） 20,382 19,480 + 902 広島 コシヒカリ 12,970 11,722 + 1,248

青森 つがるロマン 11,740 9,777 + 1,963 新潟 コシヒカリ（岩船） 16,618 15,922 + 696 広島 あきろまん 11,976 11,069 + 907

岩手 ひとめぼれ 12,928 11,324 + 1,604 新潟 コシヒカリ（佐渡） 16,603 15,817 + 786 広島 ヒノヒカリ 11,771 10,841 + 930

岩手 あきたこまち 12,422 10,911 + 1,511 新潟 こしいぶき 12,406 11,292 + 1,114 山口 コシヒカリ 13,749 12,474 + 1,275

岩手 いわてっこ 11,895 9,424 + 2,471 富山 コシヒカリ 14,249 12,995 + 1,254 山口 ひとめぼれ 12,693 11,271 + 1,422

宮城 ひとめぼれ 12,823 11,564 + 1,259 富山 てんたかく 12,584 11,470 + 1,114 山口 ヒノヒカリ 12,731 11,540 + 1,191

宮城 ササニシキ 12,746 11,620 + 1,126 石川 コシヒカリ 13,907 12,813 + 1,094 徳島 コシヒカリ 13,095 10,817 + 2,278

秋田 あきたこまち 12,861 11,620 + 1,241 石川 ゆめみづほ 11,908 10,356 + 1,552 徳島 キヌヒカリ 11,561 10,027 + 1,534

秋田 めんこいな 11,939 9,587 + 2,352 福井 コシヒカリ 14,201 12,951 + 1,250 香川 ヒノヒカリ 12,346 10,943 + 1,403

秋田 ひとめぼれ 12,081 10,348 + 1,733 福井 ハナエチゼン 12,520 11,405 + 1,115 香川 コシヒカリ 13,372 11,895 + 1,477

山形 はえぬき 12,455 10,859 + 1,596 岐阜 ハツシモ 12,765 11,472 + 1,293 愛媛 コシヒカリ 12,544 11,601 + 943

山形 つや姫 17,936 16,758 + 1,178 岐阜 コシヒカリ 14,271 12,293 + 1,978 愛媛 ヒノヒカリ 11,713 10,655 + 1,058

山形 ひとめぼれ 13,382 12,294 + 1,088 岐阜 あきたこまち 12,538 11,066 + 1,472 愛媛 あきたこまち 11,741 10,835 + 906

福島 コシヒカリ（中通り） 12,040 9,829 + 2,211 愛知 あいちのかおり 12,375 11,299 + 1,076 高知 コシヒカリ 13,696 11,713 + 1,983

福島 コシヒカリ（会津） 13,426 12,612 + 814 愛知 コシヒカリ 13,207 12,025 + 1,182 高知 ヒノヒカリ 12,630 11,466 + 1,164

福島 コシヒカリ（浜通り） 11,030 10,005 + 1,025 愛知 大地の風 12,043 11,276 + 767 福岡 夢つくし 15,223 14,472 + 751

福島 ひとめぼれ 11,116 9,860 + 1,256 三重 コシヒカリ（一般） 13,627 12,313 + 1,314 福岡 ヒノヒカリ 13,483 12,546 + 937

茨城 コシヒカリ 12,629 11,667 + 962 三重 コシヒカリ（伊賀） 14,124 12,517 + 1,607 佐賀 夢しずく 13,016 11,937 + 1,079

茨城 あきたこまち 11,743 11,013 + 730 三重 キヌヒカリ 12,560 11,087 + 1,473 佐賀 さがびより 14,179 12,609 + 1,570

茨城 ゆめひたち 10,767 9,405 + 1,362 滋賀 コシヒカリ 13,591 12,689 + 902 佐賀 ヒノヒカリ 12,669 11,327 + 1,342

栃木 コシヒカリ 12,911 11,583 + 1,328 滋賀 キヌヒカリ 12,252 11,338 + 914 長崎 にこまる 14,178 13,094 + 1,084

栃木 あさひの夢 11,429 9,180 + 2,249 滋賀 日本晴 11,859 10,963 + 896 長崎 ヒノヒカリ 13,855 12,959 + 896

栃木 なすひかり 12,026 10,490 + 1,536 京都 コシヒカリ 14,110 13,039 + 1,071 長崎 コシヒカリ 14,784 13,863 + 921

群馬 あさひの夢 12,132 8,809 + 3,323 京都 キヌヒカリ 12,729 11,869 + 860 熊本 ヒノヒカリ 13,535 12,365 + 1,170

埼玉 彩のかがやき 11,843 9,974 + 1,869 兵庫 コシヒカリ 14,483 13,580 + 903 熊本 森のくまさん 14,329 12,835 + 1,494

埼玉 コシヒカリ 12,879 11,346 + 1,533 兵庫 ヒノヒカリ 11,913 11,335 + 578 熊本 コシヒカリ 14,492 13,286 + 1,206

埼玉 キヌヒカリ 11,893 9,775 + 2,118 兵庫 キヌヒカリ 11,901 11,437 + 464 大分 ヒノヒカリ 13,216 12,304 + 912

千葉 コシヒカリ 12,536 11,523 + 1,013 奈良 ヒノヒカリ 12,263 11,279 + 984 大分 ひとめぼれ 13,413 12,390 + 1,023

千葉 ふさこがね 11,124 9,650 + 1,474 奈良 コシヒカリ 12,511 11,554 + 957 宮崎 コシヒカリ 14,266 13,439 + 827

千葉 ふさおとめ 10,996 10,300 + 696 鳥取 ひとめぼれ 12,113 11,128 + 985 宮崎 ヒノヒカリ 13,637 12,142 + 1,495

山梨 コシヒカリ 16,562 15,482 + 1,080 鳥取 コシヒカリ 13,309 12,436 + 873 鹿児島 ヒノヒカリ 14,185 12,586 + 1,599

山梨 あさひの夢 13,449 12,247 + 1,202 島根 コシヒカリ 13,539 12,342 + 1,197 鹿児島 コシヒカリ 14,414 13,225 + 1,189

長野 コシヒカリ 13,795 13,014 + 781 島根 きぬむすめ 12,517 10,950 + 1,567 鹿児島 あきほなみ 14,727 13,380 + 1,347

長野 あきたこまち 12,484 11,451 + 1,025 島根 ハナエチゼン 11,888 10,433 + 1,455

価格差
産地品種銘柄 産地品種銘柄 産地品種銘柄

価格差価格差

平成27年産米の相対取引価格（出回りから平成28年5月までの年産平均価格）
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注１： 農林水産省が調査・公表した出回りから翌年10月までの通年平均（平成27年産は出回りから平成28年5月まで）の価格であり、調査対象事業者は、一定規模以上の集荷業者
（年間の販売数量5,000トン以上等）。

２： 運賃、包装代、消費税（8％）を含む１等米の価格。



単位：円/玄米60kg、包装代込み、税込み 単位：円/玄米60kg、包装代込み、税込み

27年産 26年産 27年産 26年産
（28年6月14日時点） （27年6月16日時点） （28年6月14日時点） （27年6月16日時点）

① ② ① ②

 北海道ゆめぴりか 17,280 14,580 + 2,700  茨城コシヒカリ 13,500 11,664 + 1,836

 北海道ななつぼし 14,688 12,420 + 2,268  茨城あきたこまち 14,364 10,908 + 3,456

 青森つがるロマン 13,824 10,260 + 3,564  栃木コシヒカリ 13,500 11,880 + 1,620

 青森まっしぐら 13,608 10,260 + 3,348  栃木あさひの夢 13,284 10,152 + 3,132

 岩手ひとめぼれ 14,364 10,584 + 3,780  千葉コシヒカリ 13,500 11,880 + 1,620

 宮城ひとめぼれ 15,228 11,448 + 3,780  千葉ふさおとめ 13,608 10,152 + 3,456

 秋田あきたこまち 15,012 11,448 + 3,564  千葉ふさこがね 13,500 9,936 + 3,564

 山形はえぬき 15,120 10,800 + 4,320  新潟魚沼コシヒカリ 23,544 22,680 + 864

 福島会津コシヒカリ 13,932 12,096 + 1,836  新潟一般コシヒカリ 16,524 15,444 + 1,080

 福島中通りコシヒカリ 13,716 11,664 + 2,052  新潟こしいぶき 14,580 11,340 + 3,240

 福島会津ひとめぼれ 14,148 10,584 + 3,564  富山コシヒカリ 14,688 13,824 + 864

 福島中通りひとめぼれ 13,824 10,368 + 3,456  石川コシヒカリ 14,364 13,608 + 756

資料：「米穀市況速報」より（毎週火曜日公表、関東相場、東京着値基準、下限値）。

注：27年産は、資料作成時の直近価格として、平成28年6月14日時点の価格を掲載。26年産は、27年産の比較対象として、同時期（1年前時点）の価格を掲載。

価格差
(①-②)

産地品種銘柄 産地品種銘柄 価格差
(①-②)

業者間取引価格（27年産米・28年6月14日時点）
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米の需給安定・米生産者の経営安定に関する主要な政策ツール

○ 米の需要が減少する中、需要に応じた主食用米の作付を行うとともに、需要のある飼料用米等の本作化を進める。

○ また、産地において、あらかじめ積立てを行い、自主的に需給の安定に向けて主食用米の長期計画的な販売や輸出など他
用途への販売を行う取組に対しても支援。

○ 米価の変動については、収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）で対応 （収入減少の９割を農業者１国３で拠出した資金から補てんする対策）。

15

○ 飼料用米等の一層の拡大

当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の
９割を、国からの交付金と農業者が積み立てた積立金で補てんします。

補てんの財源は、農業者と国が１対３の割合で負担します。

○ 減収補てんのためのナラシ対策

産地において、あらかじめ生産者等が積立てを行い、以下の取組を実施する
場合に支援します（値引きや価格差補てんのための費用は支援の対象外）。
１．周年安定供給のための長期計画的な販売の取組

主食用米を翌年から翌々年以降に長期計画的に販売する取組
２．輸出用向けの販売促進等の取組

主食用米を輸出向けに販売する際の商品開発、販売促進等の取組
３．業務用向け等の販売促進等の取組

主食用米を業務用向け等に販売する際の商品開発、販売促進等の取組
４．非主食用への販売の取組

主食用米を非主食用へ販売する取組

○ 米穀周年供給・需要拡大支援事業

【平成28年度予算額：3,078（2,770）億円】
・戦略作物助成

飼料用米等について、収量に応じて5.5万～10.5万円／10a
・耕畜連携助成（飼料用米のわら利用等）
・多収品種（産地交付金に追加配分）

・強い農業づくり交付金
【平成28年度予算額：208（231）億円の内数】

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
【平成27年度補正予算額：610億円】 等

○ 水田活用の直接支払交付金

5.5～10.5万円／10a

○ 施設・機械の設備等への支援

1.3万円／10a

1.2万円／10a



水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農
業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活
用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。

（１）支援内容

① 戦略作物助成

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 ３５，０００円／10ａ

ＷＣＳ用稲 ８０，０００円／10ａ

加工用米 ２０，０００円／10ａ

飼料用米、米粉用米
収量に応じ、

５５，０００円～１０５，０００円／10a

助成額
（円/10a）

数量払いの単価（傾き）：約167円/kg

単収（kg/10a）531381

5.5万

8.0万

（標準単収値）

10.5万

681※ ※ ※

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞

収量が上がるほど助成額が

増えるのかぁ・・・

努力が報われる仕組みだね！

・ 数量払いによる助成については、農産物検査機関による数量の確認を受けていることを
条件とします。

・ ※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たっては、

市町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単収）を適用します。

② 二毛作助成

 水田における主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助
成の対象作物同士の組み合わせによる二毛作を支援します。

１５，０００円／10a

 耕畜連携の取組（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環）を支援しま
す。

作付パターン（例） 交付金額（10ａ当たり）

主食用米 ＋ 麦 （米の直接支払） ＋ １．５万円

麦 ＋ 大豆 ３．５万円 ＋ １．５万円

飼料用米 ＋ 麦 ５．５～１０．５万円 ＋ １．５万円

米粉用米 ＋ 飼料用米 ５．５～１０．５万円 ＋ １．５万円

 地域で作成する「水田フル活用ビジョン」に基づく、①水田における麦、
大豆等の生産性向上等の取組、②地域振興作物や備蓄米の生産の取
組等を支援します。

 国から配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域農業再生協議会
が助成内容（交付対象作物・取組・単価等）を設定できます。

 また、地域の取組に応じた追加配分（下表参照）を行います。

対象作物 取組内容 追加配分単価

飼料用米
米粉用米

多収品種への取組 １２，０００円/10a

加工用米 複数年契約（３年間）の取組 １２，０００円/10a

備蓄米

平成28年産政府備蓄米の買入
入札における落札
※ 平成23年度に県別優先枠として配分した6万
トンについては対象外。

７，５００円/10a

そば
なたね

作付の取組
２０，０００円/10a（基幹作）

１５，０００円/10a（二毛作）

③ 耕畜連携助成

１３，０００円／10a

④ 産地交付金

なお、主食用米作付面積が生産数量目標の面積換算値を下回ることとなる
都道府県に対して追加配分（５，０００円/10a）します。

【平成28年度予算額：3,078（2,770）億円（所要額）】
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○ 主食用米の需要が減少する中で、主食用米から飼料用米など主食用米以外への転換を進めていく必要。
○ 農業者の方々が安心して飼料用米等の生産に取り組めるよう、新たな食料・農業・農村基本計画（平成27年３月閣

議決定）において、飼料用米等の生産拡大を位置付け、その達成に向けて必要な支援を行うこととしているところ。
○ 飼料用米の生産拡大に向けて、①水田活用の直接支払交付金による支援、②多収品種の種子の確保、③カント

リーエレベータや加工・保管施設などの整備に対する支援などを実施。

新たな食料・農業・農村基本計画（平成27年３月31日閣議決定）

 関係機関が連携して需給見込情報を共有し、計画的な生産拡大を推進。

 なお、供給に不足が見込まれる品種については、飼料用米の籾を種子に転換
することなどにより安定確保を推進。

【独自の助成内容の例（K県Ｉ市）】担い手による飼料用米の作付に対し、Ｋ県で5,000円／10ａ、
Ｉ市で5,000円／10ａ、合計で10,000円／10ａを交付

水田活用の直接支払交付金

 飼料用米の実際の収量に応じた金額（5.5万円～10.5万円/10a）を交付。
 二毛作（1.5万円/10a）や耕畜連携（1.3万円/10a）の取組に対して加算。
 産地交付金の中で、都道府県や地域農業再生協議会が独自の助成内容を設定可能な

ほか、多収品種の取組に対して追加配分（1.2万円/10a）を実施。

 施設整備に伴う産地の負担を軽減する観点から、地域の既存施設の有効活用を
図ることを基本としつつ、必要な施設・機械の導入に対して支援。

【食料・農業・農村基本計画】
・食料・農業・農村基本法（平成11年７月制定）に基づき策定
・今後10年程度先までの施策の方向性等を示す、農政の中長期的なビジョン

（参考）飼料用米の生産努力目標の考え方

米価は、需要と供給のバランスで決まっており、米価の
安定のためには、需要が減少する主食用米から飼料用米へ
の転換を行うことが基本。このため、飼料用米の生産量は、
主食用米の需要減少トレンドに合わせた増加を見込み設定。

・強い農業づくり交付金
【平成28年度予算概算決定額：208(231)億円の内数】

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
【平成27年度補正予算額：610億円】 等

多収品種の種子の確保

施設・機械の導入

＜＜ 主な支援の内容 ＞＞

 飼料用米等の生産拡大を位置づけ（平成37年の飼料用米の
生産努力目標110万トン）

 飼料用米などの戦略作物については、生産努力目標の確実
な達成に向けて、水田活用の直接支払交付金など必要な支
援を行う旨を明記。

飼料用米の生産拡大
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《 主食用米の需要量 》
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○ 現状、飼料用に１００万トン程度が畜産農家・配合飼料メーカーに供給されているところ。
○ 配合飼料原料として、米を家畜の生理や生産物に影響を与えることなく利用できる量は４５０万トン程度と見

込まれる。
○ 飼料用米の安定的な利用を図るには、低価格での供給や長期的・計画的な供給等の取組が課題。

＜今後の取組課題＞
○ 配合飼料の主原料（とうもろこし等）と同等またはそれ以下の価格での供給

○ 長期的かつ計画的な供給
（現在の飼料工場は配合設計や施設面の制約から、短期・大量の受け入れは不可能）

○ その他の環境整備
（飼料用米の集荷・流通・保管施設の整備、直接供給体制の構築等の集荷・調製等に伴う
コスト削減が必要）

現状の供給量（２６年度） 利用可能量

【需要先】

畜産農家への直接供給

８万㌧

配合飼料メーカーへの供給

９５万㌧

利用可能量
４５０万㌧程度

家畜の生理や畜産物に影響を与える
ことなく給与可能と見込まれる水準

内訳
採卵鶏 125万ﾄﾝ
ﾌﾞﾛｲﾗｰ 191万ﾄﾝ
養豚 84万ﾄﾝ
乳牛 30万ﾄﾝ
肉牛 13万ﾄﾝ

【飼料用米供給】

○ 飼料用米生産量

１８万㌧

○ その他 ８５万㌧

備蓄米 38万㌧
ＭＡ米 47万㌧

８万㌧

10万㌧

85万㌧

※ ＭＡ米については、一部は配合飼料
メーカーを通さず、大規模畜産農家に供給
（約１万㌧）

飼料用とうもろこしの
輸入量 約1,000万㌧

今後の飼料用米の供給増大のイメージ
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飼料用米のマッチングの取組状況

○ 畜産農家とのマッチング活動の取組体制

① 新たに飼料用米の供給を希望する畜産農家の

連絡先や希望数量・価格等の取引条件を聞き取

り、需要者情報としてとりまとめ、産地側（地域再

生協・耕種農家等）へ提供

② 地域（再生協）における飼料用米の作付面積や

数量を聞き取り、産地情報として取りまとめ、利用

側（畜産農家等）へ提供

③ 各関係機関が連携し、マッチング活動を推進

【飼料業界主要４団体※の飼料用米生産拡大に向けたメッセージ】

（平成28年3月23日公表）

・ 飼料業界の主要４団体が、28年産飼料用米の生産拡大に向け、飼料
用米に取り組む生産者に対するメッセージをとりまとめ、公表。

・ 28年産の飼料用米の使用可能数量は4団体で120万トン程度と十分
に利用できる体制になっており、安心して飼料用米生産に取り組んでい
ただきたい旨が記載。

○ 28年産飼料用米については、畜産農家から新たに約3万トン（114件）の希望が寄せられており、生産要望のある
耕種農家とのマッチングを実施。

○ さらに、全農グループ飼料会社において約56万トン（米使用可能数量約82万トンのうちMA米・備蓄米を含まない
数量）、日本飼料工業会において約61万トン（中・長期的には約200万トン、MA米・備蓄米を含まない数量）の需要
があるなど、配合飼料メーカーからの要望もあり、農林水産省としてもこれらのマッチング活動を推進。

・ 畜産農家の新規需要量 ：約3万トン（114件） （28年5月31日現在報告分）

・ くみあい飼料工場会(全農グループ飼料会社) ：約56万トン
（米使用可能数量全体ではMA米・備蓄米からの供給量約26万トンを合計した約82万トン）

・ （協）日本飼料工業会組合員工場 ：約61万トン

○ 28年産に係る飼料用米の需要量(MA米、備蓄米からの供給量は含まず)

農林水産省（本省・農政局等）

耕
種
農
家

都道府県、県農業再生協議会

地域農業再生協議会
①

②
③

畜
産
農
家

【飼料用米に関する日本飼料工業会のメッセージ】（平成26年5月23日公表）

26年３月に日本飼料工業会が実施した組合員に対して需要見込量を調

査した結果、中長期的にみた需要量は200 万トン弱。

※ (協)日本飼料工業会、くみあい飼料工場会、全国酪農業協同組合連合会、日本養鶏農業協同組合連合会

○ 中長期的な飼料用米の需要量
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●強い農業づくり交付金（平成28年度予算額：208(231)億円の内数)

例２：カントリーエレベーターを
増築し、飼料用米にも対応

例１：飼料用米のカントリー
エレベーターを新設

→ 飼料用米の生産拡大に対応するための施設の新設・増築や機能向上を支援。
（※単独施設での整備も可能だが、周辺に利用率が低い施設があれば、複数

施設の再編を行う。）

→  自給飼料（飼料用米を含む）生産拡大に対応するために必要
な保管・加工施設等の整備を支援。
（※長期の利用供給に関する協定を締結すること等が条件。）

○ 産地で必要とされている飼料用米保管施設（カントリーエレベーター、飼料保管タンク、飼料用米保管庫等）の整備を
支援。なお、施設整備に伴う産地の負担を軽減する観点から地域の既存施設の有効活用を図ることが基本。

○ 畜産農家が飼料用米を利用するために必要な機械のリース導入や施設の整備を支援。

稲作農家が受益となる施設 畜産農家が受益となる施設

例：TMRセンターに飼料用米
保管タンクを増設

飼料用米の利用拡大のための機械・施設整備等に対する支援について

● 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 （27補正：610億円）
(畜産クラスター事業）

→ 畜産クラスター計画に位置付けられた地域の中心
的な経営体（畜産農家、飼料生産組織等）が飼料用
米の保管・加工・給餌するために必要な機械のリース
整備、施設整備等を支援。

例：米粉砕機、飼料保管タンク、混合機等の導入
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（参考） 豚肉１ｋｇ（店頭価格2560円※1）生産のために約１kg程度の飼料用米※2を給与（飼料用米１kgへの水田活用の直接支払交付金交付額：160円程度）。
※1 総省家計調査におけるH26年豚肉小売価格より各都市の小売価格の単純平均価格
※2 （豚肉１kg生産のために必要な飼料7kg）×配合割合15％ ≒ １kg

飼料用米を活用した畜産物の高付加価値化に向けた取組
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○ 飼料用米の利活用に際しては、単なる輸入とうもろこしの代替飼料として利用するのみならず、その特徴を活か
して畜産物の高付加価値化を図ろうとする取組が見られる。

○ 国産飼料であることや水田の利活用に有効であること等をアピールしつつ、飼料用米の取組に理解を示す消費
者層等から支持を集めつつある。

やまと豚米らぶ

■ 畜産経営：フリーデン（養豚、神奈川県平塚市 （岩手県大東農場））
■ 飼料用米生産：岩手県一関市（主に大東地区）
■ 畜産物販売者：阪急オアシス（関西）、明治屋・ヨシケイ埼玉（関東）
■ 特 徴：

中山間地域の休耕田で生産する飼
料用米を軸に、水田と養豚を結びつ
けた資源循環型システムを確立。
飼料用米を15％配合した飼料を給与

し「やまと豚米らぶ」として販売。

豊の米卵

■ 畜産経営：鈴木養鶏場（養鶏、大分県日出町）
■ 飼料用米生産：大分県内全域
■ 畜産物販売：地元百貨店、直売所等
■ 特 徴：

飼料用米を20～30％配合した飼料を
給与し、生産した卵を大分県産の米を
活用した「豊の米卵（とよのこめたまご）」
として販売。

こめたま

■ 畜産経営：トキワ養鶏（養鶏、青森県藤崎町）
■ 飼料用米生産：青森県藤崎町
■ 畜産物販売：地元デパート、直売所、

パルシステム生活協同組合連合会 等
■ 特 徴：

飼料用米を最大68％配合した飼料
を給与し、卵黄が｢レモンイエロー｣
の特徴ある卵（「こめたま」）を販売。
トキワ養鶏のインターネットサイト
でも販売を開始。

とよ こめ たまご

まい

まい

まい米牛

■ 畜産経営：ＪＡしまね出雲肥育牛部会員
■ 飼料用米生産：ＪＡしまね出雲地区
■ 畜産物販売者：ＪＡ直営スーパー（ラピタ）、

地元スーパー、焼き肉店（藤増牧場直営） 等
■ 特 徴：

採卵鶏農家を中心に飼料用米の利用が開始され（「こめたまご」）、
飼料用米の生産拡大に伴い、肉用牛肥育農家等にも利用が拡
大。飼料用米を20％以上添加した配合飼料を10ヶ月以上給与し
た牛を「まい米牛」としてブランド化。



■飼料用米生産コスト低減推進チームの検討状況

○ 飼料用米については、「『日本再興戦略』改訂2015」（平成27年６月30日閣議決定）において、多収品種の開発や、コストの削
減、担い手への農地集積・集約化等を加速させ、10年後にコスト削減や単収増により生産性を２倍に向上（担い手の60kg当た
りの生産コストを５割低減）させるとの目標を設定するなど、その本作化に向けた取組を進めているところ。

○ 農林水産省では、この目標の確実な達成に向け省内関係部局が一体となって現場における生産コスト低減に向けた取組を
一層推進するため、「飼料用米生産コスト低減推進チーム」を設置し「飼料用米生産コスト低減マニュアル」を公表。

第１回 飼料用米生産コスト低減推
進チーム会合には、森山農林水産大
臣が出席し、具体的なコスト低減の
検討を指示しました。

時期 内 容

平成27年
8月～9月 生産コスト低減に係る取組

事例の把握

10月16日 第1回会合
・推進チーム立ち上げ

11月13日 第2回会合
・関係者からの意見聴取①

12月 1日 第3回会合
・関係者からの意見聴取②
・マニュアル案について

12月15日 第4回会合
・マニュアル案について

12月17日 マニュアルの公表

・第1回会合（平成27年10月16日）

第2回 推進チーム会合にも、森山
農林水産大臣が出席。コスト低減に
取り組む先進地域から意見を伺い
ました。

・第2回会合（平成27年11月13日）

第3回 推進チーム会合では、飼料
会社や養豚業者から利用者側の意
見を伺うとともに研究開発から意見
を伺いました。

・第3回会合（平成27年12月1日）

第4回 推進チーム会合には、森山
農林水産大臣が出席。「飼料用米
生産コスト低減マニュアル案」の検
討を行いました。

・第4回会合（平成27年12月15日）

■マニュアルの公表（平成27年12月17日）

本チームにおける検討の節目として、現場の
農業者が取り組みやすい飼料用米のコスト低
減策を示した「飼料用米生産コスト低減マニュ
アル」を作成し、公表しました。なお、より現場
に寄り添ったものとするため、現場での失敗事
例とその対応を整理し、本マニュアルの掲載
ホームページに追加掲載しています。

（以下はマニュアル紹介パンフレット）

飼料用米生産コスト低減推進チームについて
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米に係る経営所得安定対策の概要

米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は、農家拠出を伴う
経営に着目したセーフティーネットであり、米及び畑作物の農業収入全体
の減少による影響を緩和するための保険的制度です。

◯ 農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計（当年産収入額）が、標準的
収入額を下回った場合に、その差額の９割を補てんします。

◯ 補てんの財源は、農業者と国が１対３の割合で負担します。
◯ このため、補てんを受けるには、農業者からの積立金の拠出が必要となります。
◯ 補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てとはなりません。

補てん額 ＝（標準的収入額－当年産収入額）×０．９

（３）ナラシ対策の仕組み

【10a当たり標準的収入額とは】
通常年に想定される収入額として、前年産以前５カ年の収入額のうち、最高年と最

低年を除いた３カ年の平均収入額で、品目ごと、地域ごとに計算しています。各年産
の収入額は、米であれば、地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位３銘柄平均
販売価格に、地域の実単収を乗じて算出します。

【10a当たり当年産収入額とは】
当年産の収入額として、品目ごと、地域ごとに計算しています。当年産の収入額は、

米であれば、当年産の地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位３銘柄平均販売
価格に、当年産の地域の実単収を乗じて算出します。

米の直接支払交付金（7,500円/10a）
【平成28年度予算概算決定額：723（760）億円】

米の生産数量目標（面積換算値）に従って、

販売目的で生産（耕作）する販売農家・集落営農

（１）交付対象者

米については、諸外国との生産条件格差から生じる不利はなく、構造改革に
そぐわない面があることから、26年産米から単価を7,500円/10aに削減した上で、
平成29年産までの時限措置として実施します（平成30年産から廃止します。）。

（１）交付対象者

支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です
（いずれも規模要件はありません）。

※１ ビール麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。
※２ てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょです。

（２）対象農産物

（２）交付対象面積

主食用米の作付面積から、自家消費米

相当分として一律10a控除して算定

※ 集落営農の要件は、２要件（組織の規約の作成、対象作物の共同販売経理の
実施）に緩和し、「農業経営の法人化」及び「地域における農地利用の集積」
については、市町村が確実に行われると判断するものとします。

農業者ごとに算定

【平成28年度予算額：754（802）億円（所要額）】
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生産者等

積立

国

拠出

産地

拠出

拠出
定額、

1/2以内
（※）

主食用米の
① 周年安定供給のための長期

計画的な販売
② 輸出用向けの販売促進等
③ 業務用向け等の販売促進等
④ 非主食用への販売

集荷業者・団体 産地自らの自主的な取組

（※） 値引きや価格差補てんのため
の費用は支援の対象外。

生産者等

生産者等

○ 産地の自主的な取組により、需要に応じた生産・販売が行われる環境整備を図る観点から、気象の影響等により
必要が生じた場合には、産地の判断により、主食用米を長期計画的に販売する取組や輸出用など他用途への販売
を行う取組等を自主的に実施する体制を構築していくことが必要。

○ あらかじめ生産者等が積立てを行い、以下の取組を実施する場合に国も一定の支援。

○ 27年度では、17道県、18事業者が事業を活用。28年度についても、事業を活用する事業者の申請を受け付け。

米穀周年供給・需要拡大支援事業 【平成28年度予算額：50億円（対前年度同額）】
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主
食
用
米

飼
料
用
米
等

当年産米
豊
作
分

その分、翌年産の
飼料用米等の生産拡大

翌年産米

翌年に販売

主食用米の需給安定の考え方について

○ 「需要に応じた生産を行ってもなお、気象の影響等により、必要な場合」には、主食用米を長
期計画的に販売する取組や、輸出用など他用途への販売を行う取組等を自主的に実施する
ための支援措置を27年度から創設。

（米穀周年供給・需要拡大支援事業：平成28年度予算額 50億円（対前年度同額））

○ 30年産に向けては、必要がある場合に、この支援措置を活用して、豊作分を翌年に回し、そ
の分、水田活用の直接支払交付金を活用して、翌年産の飼料用米等の生産を拡大して、主食
用米の供給を絞るといった取組を定着させ、主食用米の需給の安定を図っていくことが重要。

（水田活用の直接支払交付金：平成28年度予算額：3,078（2,770）億円）
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農林水産業・地域の活力創造プラン①
平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定（抜粋）
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農林水産業・地域の活力創造プラン②
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米政策改革①（生産数量目標の配分の見直しに向けた環境整備）

○ 米の生産数量目標については、30年産以降は、行政による配分に頼らないで需要に応じた生産が行われるよう、27年産から工夫してい
くこととしている。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」で決定された米政策の見直し（抜粋）

○ 食料自給率・自給力の向上を図るため、水田活用の直接支
払交付金により、飼料用米、麦、大豆など、戦略作物の本作
化を進め、水田のフル活用を図る。

○ 地域の裁量で活用可能な交付金（産地交付金（仮称））によ
り、地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」
に基づき、地域の特色のある魅力的な産品の産地を創造する
ため、麦・大豆を含む産地づくりに向けた助成を充実する。

○ 需要に応じた生産を推進するため、水田活用の直接支払交付金の充実、
中食・外食等のニーズに応じた生産と安定取引の一層の推進、きめ細か
い需給・価格情報、販売進捗・在庫情報の提供等の環境整備を進める。

○ こうした中で、定着状況を見ながら、５年後を目途に、行政による生産数
量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ生産
者や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行える状
況になるよう、行政・生産者団体・現場が一体となって取り組む。

４．食料自給率・自給力の向上に向けた水田のフル活用 ５．米政策の見直し

27年産 28年産 29年産 30年産

行
政
に
よ
る
配
分
に
頼
ら
な
い

数
量
目
標
達
成
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る

米
の
直
接
支
払
交
付
金
の
廃
止

28
年
産
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ

検
討(

県
別
シ
ェ
ア
は
固
定)

今後のスケジュール

これまで

全国 765万ﾄﾝ

Ａ県 55万ﾄﾝ

Ｂ県 54万ﾄﾝ

Ｃ県 43万ﾄﾝ

【生産数量目標】

…

【自主的取組参考値】

各県に単一値
を配分

都道府県段階での自主的な生産の判
断を促すため、「自主的取組参考値」を
付記することにより、幅を持って配分

自主的に飼料用米等に転換した
県に不利益が生じないよう各県の
シェアを固定（各県の削減率が全国
一律）

全国 751万ﾄﾝ ～ 739万ﾄﾝ （県別ｼｪｱ）

Ａ県 55万ﾄﾝ ～ 54万ﾄﾝ （ 5.6％ ）

Ｂ県 52万ﾄﾝ ～ 51万ﾄﾝ （ 4.7％ ）

Ｃ県 42万ﾄﾝ ～ 41万ﾄﾝ （ 4.5％ ）

全国 743万ﾄﾝ ～ 735万ﾄﾝ （県別ｼｪｱ）

Ａ県 54万ﾄﾝ ～ 54万ﾄﾝ （ 5.6％ ）

Ｂ県 52万ﾄﾝ ～ 51万ﾄﾝ （ 4.7％ ）

Ｃ県 41万ﾄﾝ ～ 41万ﾄﾝ （ 4.5％ ）

【生産数量目標】【自主的取組参考値】

… …
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米政策改革②（米の生産コストの低減、主食用米以外の作物の本作化）

戦略作物の本作化米の生産コストの低減

担い手への農地集積・集約等

● 今後１０年間で全農地面積の８割を担い手に集積
・ 分散錯圃の解消 ・ 農地の大区画化、汎用化

省力栽培技術の導入や作期分散の取組

生産資材費の低減

○ 米の生産コストについては、日本再興戦略におけるKPI（今後10年間で担い手の米の生産コストを現状全国平均から4割低減）の実現に向
けた取組を推進。飼料用米については、生産性向上に向けたKPIを設定し本作化に向けた取組を推進。

○ 新たな基本計画において、飼料用米等の戦略作物の生産拡大を位置づけ、水田活用の直接支払交付金による支援及び各種取組により、生
産性を向上させ、本作化を推進することを記載。

食料・農業・農村基本計画（平成２７年３月３１日閣議決定）

直播（ちょくはん）栽培による
育苗・田植えの省略化

・田植えに比べて生産コストを約１割削減

無人ヘリの活用も可能専用の播種機を用いて播種

・作期を分散すること
で、同じ人数で作付
拡大が可能

・機械稼働率も向上

作期の異なる品種の
組合わせ

・土壌診断に基づく施肥量の適正化
・大口取引による肥料費低減

肥料コストの低減農業機械の低コスト仕様

・ 基本性能の絞り込み
・ 耐久性の向上
⇒基本性能を絞った海外向
けモデルの国内展開等（標
準モデル比２～３割の低価
格化）

≪飼料用米≫

・ 米産地と畜産現場の結び付け等の各
種課題の解決に向けた取組を推進

・ 多収性専用品種の開発・導入や新た
な栽培技術の実証を推進

・ 生産・流通コスト削減等のため、施設
の再編整備、流通の合理化、配合飼料
工場を通じた供給体制や畜産農家にお
ける利用体制の整備等を推進

・ 地域条件に適応する生育特性や加工適
性、多収性を備えた新品種の開発と導入

・ 排水対策や地力維持に資する輪作体系
等の栽培技術の開発と導入を推進

主な戦略作物の生産拡大に向けた取組

・ 戦略作物については、水田活用の直接支払交付金による支援と下記の
取組により、生産性を向上させ、本作化を推進。

・ 品目ごとの生産努力目標の確実な達成に向けて、不断に点検しながら、
生産拡大。

【生産努力目標】
生産量 11万t（H25）→ 110万t（H37）
単 収

511kg/10a(H25)→759kg/10a(H37)

≪麦・大豆≫

■■■ 飼料用米のKPI ■■■

【生産努力目標】
小麦：81万t（H25）→ 95万t（H37）
大豆：20万t（H25）→ 32万t（H37）

基本計画に示した単収の５割向上とあわせて、担い手の米の生
産コストの４割低減を目指すことにより、平成３７年までに担い手
の飼料用米の生産コスト（６０kgあたり）を現状（平成２５年）から
５割程度低減（＝生産性は２倍程度向上）

・鶏糞焼却灰等の利用 ⇒ １割の低価格化

未利用資源の活用

・汚泥中りんの有効利用 ⇒ ３割の低価格化
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米政策改革③（きめ細かな情報提供と安定取引の推進）

きめ細かな情報提供 安定取引の推進

●対象地域：北海道・北東北
●経営形態：家族経営
●経営規模：30ha

主食用米：10ha、飼料用米：10ha
大豆：5ha、小麦：5ha、
青刈りとうもろこし：5ha

●試算結果：
・粗収益：3,220万円
・経営費：2,130万円
・農業所得：1,090万円
・主たる農業従事者一人当たり所得（労
働時間）：680万円（1,390時間）

情報提供の拡充

○ 相対取引価格・数量
・ 各産地の主要銘柄

（平成26年３月末から100銘柄程度に拡大）

・ 情報の公表の迅速化（平成27年10月～）

○ 民間在庫の推移（出荷業者・販売業者別）
・ 全国計
・ 産地別（平成26年３月末から新たに毎月HPで公表）

○ 集荷、契約、販売状況
（出荷業者）（平成26年３月末か

ら新たに毎月HPで公表）

・産地別
・主要銘柄別（114銘柄対象）

○ その他情報（マンスリーレ

ポートに追加）

・飼料用米の需要情報
（平成26年12月～）

・麦、大豆の需要情報
（平成26年12月～）

・野菜の需要情報
（平成27年10月～）

○ 情報提供手法
・ ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載【月末】
・ 「米に関するﾏﾝｽﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ」を発行【月初】
・ 「米に関するﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ」を配信【月末】

○ 「米に関するﾏﾝｽﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ」での情報提供の拡充、公表の迅速化等、きめ細かな情報提供を更に推進。また、新たな基本計画における生産
努力目標や、経営展望等により、各地域の特性に応じた担い手育成や所得の増大に向けて、農業関係者の具体的イメージを持った取組を
推進。

○ 研究会報告書を踏まえ、複数年契約などの安定取引を拡大するため、生産者と実需者とのﾏｯﾁﾝｸﾞを推進。また、民間の現物市場に関する
情報提供の拡大等を図り、活性化を後押し。

新たな基本計画における経営展望
（水田作における農業経営モデルの例）

米の安定取引研究会報告書（平成27年３月30日）の概要

現物市場の活性化

生産者と実需者のマッチングイベントを開催

● 事前契約（安定取引）の拡大の必要性
・播種前契約、複数年契約などの事前契約は、価格変動を一定の幅に収めること

ができるとともに、行政による生産数量目標の配分に頼らない生産を目指す
米政策の見直しの実現にも資する

● 安定取引の拡大に向けた対応
・需給動向以外の不透明な要因で価格が大幅に変動すれば、安定取引の拡大に

支障
・概算金は明確な根拠が示されず、市場価格にも影響を与えているが、透明性の

高いものとすることが重要。また、その前提として需給の安定を図ることが重要

● 現物市場の活性化
・多様な受渡方法など活用しやすくなる創意工夫や、丁寧な情報提供等が必要

業務用米の生産・流通の拡大に向けたセミナー、展示商談会を通じて生
産者と実需者の連携（マッチング）を促進

「複数年産米ｺﾒ市場」、「中長期米仲介市場」等の新しい取組が開始されてお
り、これらの情報を「米に関するﾏﾝｽﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ」で紹介するなど、現物市場に関
する情報提供の拡大等を図り、活性化を後押し。

新たな基本計画において、具体的なイメージを持って取り組めるよう、35の農業
経営モデルを示し、水田作は7つのモデルを提示
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米政策改革の着実な実施①

○ 農業経営者が自らの経営判断に基づき作物を選択できる環境を整備するため、30年産米を目途とする米の生
産調整の見直しに向けた取組を工程に沿って実施。

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

29年産についても、各
県のｼｪｱを固定(各県の
削減率が全国一律)す
るなど工夫（29年産が
行政による最後の配分
）。

これまで各県に単一の目標値を配分していたが
、都道府県段階等で自主的に需要に応じた生
産判断を促すため、27年産米より自主的取組
参考値を付記することにより、幅を持たせた配分
を実施。

751万㌧(生産数量目標)
～739万㌧(自主的取組参考値)

28年産の配分については、自主的に飼
料用米等に転換した県に不利益が生じな
いよう各県のｼｪｱを固定（各県の削減率
が全国一律）。

743万㌧（生産数量目標）
～735万㌧（自主的取組参考値）

30年産の需給
見通し等の策定。

「米の安定取引研究会」において、民間の
現物市場の方向性についても検討。

生産者、集荷団体、卸、小売・中食事業者
等をﾒﾝﾊﾞｰとする「米の安定取引研究会」を立
ち上げ、安定取引の拡大に向けた方向性を取
りまとめ。

研究会報告書を踏まえ、業務用米の安定取引のためのｾﾐﾅｰ、商談会を通じて、生産者と実需
者とのﾏｯﾁﾝｸﾞを図る取組を実施することにより安定取引の拡大を推進。

【米の安定取引の拡大】

【現物市場の活性化】

民間において「複数年産米ｺﾒ市場」、「中長期米仲介市場」等の安定取引にも配慮した現物
市場が新たに開設されており、これらの現物市場に関する情報提供の拡大等を図り、取組の活性
化を後押し。

生産数量目標の配分

「ﾌﾟﾛ米EXPO2015(業
務用向けｾﾐﾅｰ・展示商
談会)」の開催

安定取引の推進

新たな現物市場に関する
情報を「米に関するﾏﾝｽﾘ
ｰﾚﾎﾟｰﾄ」に掲載

行
政
に
よ
る
生
産
数
量
目
標
の
配
分
に
頼
ら
な
い
需
要
に
応
じ
た
生
産

引き続き、ｾﾐﾅｰ、商談会を通じ、安定取
引の拡大を推進。

引き続き、現物市場に関する情報提供
の拡大等を図り、取組の活性化を後押
し。

平成27年12月16日産業競争力会議実行実現点検会合資料
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米政策改革の着実な実施②

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

「米に関するﾏﾝｽﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ」における情報提供の拡充、公表の迅速化等、きめ細かな情報提
供を更に推進。
新たな基本計画における生産努力目標や、経営展望等により、各地域の特性に応じた担い

手育成や所得の増大に向けて、農業関係者の具体的イメージを持った取組を推進。「米に関するﾏﾝｽﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ」において、主食
用米の需給、価格情報を充実するとともに
、作付選択に資する、麦、大豆、飼料用米
の需給情報を提供。
ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝを発刊し、毎月配信。

きめ細かな情報提供

価格・数量の公表を迅
速化。
作付選択の判断材料
として、野菜の需給情
報も併せて提供。

飼料用米・米粉用米への数量支払いの導
入など、水田活用の直接支払交付金を充実
し、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作
化を推進。
新たな基本計画において、飼料用米等の戦

略作物の生産拡大を位置づけ。

引き続き、飼料用米、麦、大豆等の戦略作物について、水田活用の直接支払交付金による
支援とともに、飼料用米については、多収品種の導入、施設・機械の導入等の推進、麦、大豆
については、加工適性、多収性を備えた新品種の開発・導入、排水対策等により、生産性を
向上させ本作化を推進。

【戦略作物の本作化】

飼料用米
のKPIを設
定。

「飼料用米ｺｽ
ﾄ低減推進ﾁｰ
ﾑ」を設置。

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化、経済界との連携等による、大規模経営に適合した省力栽培技術・品種の開発・導入、
生産資材費の低減等により、平成35年までに担い手の米の生産ｺｽﾄを平成23年産米全国平均（1万6千円/60kg）から4割低減（9,600円/60kg）。

【米の生産ｺｽﾄの低減】

「稲作ｺｽﾄ低
減ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」
を開催。

行
政
に
よ
る
生
産
数
量
目
標
の
配
分
に
頼
ら
な
い
需
要
に
応
じ
た
生
産

主食用米以外の作物の本作化

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

引き続き、情報内容の充実など、作付
選択の判断材料となる、きめ細かな情
報提供を更に推進。

ﾁｰﾑで取りまとめたﾏﾆｭｱﾙ等を活用し、現
場での生産性向上を推進。

生産ｺｽﾄ低減の取組を更に推進。

平成27年12月16日産業競争力会議実行実現点検会合資料
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中長期的な情勢の
変化の見通し

評
価
と
課
題

○ 多面的機能支払制度、中山間地域等直接支
払制度の着実な推進や鳥獣被害への対応強
化

○ 高齢化や人口減少の進行を踏まえ、「集約と
ネットワーク化」など地方創生に向けた取組の
強化

○ 都市農村交流、多様な人材の都市から農村
への移住・定住等の促進

○ 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担
い手の育成・確保、経営所得安定対策の着実な
推進

○ 女性農業者が能力を最大限発揮できる環境の
整備

○ 農地中間管理機構のフル稼働による担い手へ
の農地集積・集約化と農地の確保

○ 構造改革の加速化や国土強靱化に資する農
業生産基盤の整備

○ 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略
作物の生産拡大、農業の生産・流通現場の技術
革新等の実現

○ 気候変動への対応等の推進

○ 食品の安全確保と、食品に対する消費者の
信頼の確保に向けた取組の推進

○ 食育の推進と国産農産物の消費拡大、「和
食」の保護・継承の推進

○ 農業や食品産業が、消費者ニーズへの的確
な対応や新たな需要の取り込み等を通じて健
全に発展するため、６次産業化、農林水産物・
食品の輸出、食品産業の海外展開等を促進

○ 食料の安定供給に係る様々なリスクに対応
するため、総合的な食料安全保障を確立

○ 農協改革や農業委員会改革の実施

○ 農業共済団体、土地改良区の在り方について、
関連制度の在り方を検討する中で、検討

○ 農地や農業用施設等の着実な復旧等の推進

○ 食品の安全を確保する取組や風評被害の払
拭に向けた取組等の推進

食料の安定供給の確保
農業の持続的な発展

農村の振興

・食料消費の見通し
・生産努力目標
・総合食料自給率（カロリーベース、生産額ベース）
・飼料自給率

食料自給率の目標

・食料自給力指標

食料自給力（食料の潜在生産能力 ）

食料の潜在生産能力を評価する食料自給力指標を提示し、食料安全保障
に関する国民的議論を深め、食料の安定供給の確保に向けた取組を促進

○ 食料自給率目標は実現可能性を考慮して設定

講ずべき施策

食料自給率の目標

【カロリーベース】
39％（H25） → 45％（H37）

【生産額ベース】
65％（H25） → 73％（H37）

平成12年３月決定 基本計画

平成17年３月決定 基本計画

平成22年３月決定 基本計画

これまでの食料・農業・農村基本計画

高齢化や人口減少の進行

世界の食料需給をめぐる環境変化、
グローバル化の進展

社会構造等の変化と消費者ニーズの
多様化

食料・農業・農村をめぐる情勢

基本法の基本理念の実現に向けた施策の安定性の
確保

食料の安定供給の確保に向けた国民的議論の深化

需要や消費者視点に立脚した施策の展開

農業の担い手が活躍できる環境の整備

持続可能な農業・農村の実現に向けた施策展開

新たな可能性を切り拓く技術革新

農業者の所得の向上と農村のにぎわいの創出

○ 農業や食品産業の成長産業化を促進
する「産業政策」と、多面的機能の維持・
発揮を促進する「地域政策」とを車の両
輪として食料・農業・農村施策の改革を
着実に推進

お
お
む
ね
５
年

ご
と
に
見
直
し

食料・農業・農村基本法（平成11年７月制定）に
基づき策定

今後10年程度先までの施策の方向性等を示す、
農政の中長期的なビジョン

新たな食料・農業・農村基本計画について

施策推進の基本的な視点

「強
い
農
業
」と
「美
し
く
活
力
あ
る
農
村
」の
創
出

東日本大震災からの復旧・復興

団体の再編整備

農地の見通しと確保

農業経営等の展望

農業構造の展望
魅力ある農山漁村づくり

に向けて

農林水産研究基本計画

【基本計画と併せて策定】

○ 食料自給力指標を初めて公表

農地集積など農業・農村の構造変化

多様な可能性（国内外の新たな市場、
ロボット技術等）

東日本大震災からの復旧・復興
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品目

食料消費の見通し 生産努力目標
（万トン）

克服すべき課題

１人・１年当たり消
費量（kg/人・年）

国内消費仕向量
（万トン）

平成
２５
年度

平成
３７
年度

平成
２５
年度

平成
３７
年度

平成
２５
年度

平成
３７
年度

米
米粉用米、
飼料用米を

除く

57 53 857 761 859 752
〇 食の簡便化志向、健康志向等の消費者ニーズや外食・中食等のニーズへの対応
○ 行政による生産数量目標の配分に頼らない需要に応じた生産
○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、資材費の低減等による生産コストの低減

米粉用米 0.1 0.7 2.0 10 2.0 10

○ 最終製品価格を押し上げている製粉コストの低減や新たな米粉製品の開発
○ 米粉の特性、メリット、新製品等の情報の十分な伝達
○ 多収性専用品種の導入や地域条件に応じた栽培技術の確立等を通じた収量向上
○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、資材費の低減等による生産コストの低減

飼料用米 - - 11 110 11 110

○ 実需者ニーズに応じた安定生産と畜産経営における利用拡大
○ 多収性専用品種の導入や地域条件に応じた栽培技術の確立等を通じた収量向上

○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、飼料原料用としての生産管理手法の導入、資材費の低
減等による生産コストの低減

○ 飼料原料用としての供給・利用体制の整備による流通コストの低減

品目

10a当たり収量 作付面積 品目別自給率

（単位：kg） （単位：万ha） （単位：％）

平成２５年度 平成３７年度 平成２５年度 平成３７年度 平成２５年度 平成３７年度

米
米粉用米、飼料用米を除く

530 540 160 139

96 97米粉用米 512 580 0.4 1.7

飼料用米 511 759 2.2 14

平成37年度における食料消費の見通し及び生産努力目標（米部分抜粋）

食料自給率目標

注：平成25年度の米（米粉用米・飼料用米を除く）の10a当たり収量は、作物統計における水稲（米粉用米を含み、飼料用米を除く）の値であり、平年収量を用いている。
米粉用米、飼料用米、小麦、大麦・はだか麦及び大豆の平成25年度の10a当たり収量の実績は平均収量である。

注：国内消費仕向量は、１人・１年当たり消費量に人口（平成25年度 1億2,730万人、平成37年度（推計） 1億2,066万人）を乗じ、これに減耗量（米ぬかなど）等を加えたものである。

＜参考データ＞
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第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
２．農業の持続的な発展に関する施策
（６）需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革

高齢化や世帯構成の変化、ライフスタイルの多様化等が進む中
で、加工・業務用需要の増加など需要構造等の大きな変化に対応
するとともに、輸出拡大も見据えた生産・供給体制の整備を推進
する。

① 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の生産拡大
高齢化、人口減少等による米の消費の減少が今後とも見込まれ

る中で、米政策改革の着実な推進により需要に応じた生産を推進
するとともに、優れた生産装置である水田をフルに活用し、食料
自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米等の戦略作
物の生産拡大を推進する。
ア 米政策改革の着実な推進

需要に応じた生産を推進するため、水田活用の直接支払交付
金による支援、中食・外食等のニーズに応じた生産と播種前契
約、複数年契約等による安定取引の一層の推進、県産別、品種
別等のきめ細かい需給・価格情報、販売進捗・在庫情報の提供
等の環境整備を推進する。
こうした中で、定着状況をみながら、平成30年産からを目途

に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定す
る需給見通し等を踏まえつつ、生産者や集荷業者・団体が中心
となって円滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行
政、生産者団体、現場が一体となって取り組む。
また、それまでの間、行政による生産数量目標の配分の工夫

等の必要な関連する施策全般について、工程を明らかにしなが
ら取り組む。

イ 飼料用米等の戦略作物の生産拡大
飼料用米、米粉用米、麦、大豆等の戦略作物については、水田

活用の直接支払交付金による支援と下記の取組により、生産性を
向上させ本作化を推進する。品目ごとの生産努力目標の確実な達
成に向けて、不断に点検しながら、生産拡大を図る。また、その
他の作物も併せその需給動向について必要に応じて情報提供する。
飼料用米については、全国、地方ブロック、各県（産地）段階

に整備した関係機関からなる推進体制を活用し、米産地と畜産現
場の結び付け等の各種課題の解決に向けた取組を推進する。また、
地域に応じた栽培体系を確立するため、多収性専用品種の開発と
導入や新たな栽培技術の実証を推進する。さらに、生産・流通コ
ストの削減と安定的な供給・利用体制の構築を図るため、担い手
への農地集積・集約化を加速化しつつ、既存施設の機能強化や再
編整備、新たな施設、機械の導入等を推進するとともに、紙袋か
らフレキシブルコンテナや純バラ（トラックの荷台等に米をバラ
で直積み）での流通への転換、シャトル輸送（帰り便の活用）、
配合飼料工場を通じた供給体制の整備、畜産農家における利用体
制の整備等を推進する。
米粉用米については、多様な用途に対応した加工技術の改良、

開発及びその普及による加工コストの低減、新たな米粉製品の開
発等の取組を推進する。
麦、大豆については、実需者ニーズに対応した生産・供給を推

進するため、地域条件に適応する生育特性や加工適性、多収性を
備えた新品種の開発と導入に取り組むとともに、ほ場条件を踏ま
えた排水対策や地力維持に資する輪作体系等の栽培技術の開発と
導入を推進する。

基本計画本文（米関係抜粋）
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原料価格 製粉コスト等 製品価格

米 粉 ５０円程度
５０～２４０円

程度
１００～２９０円

程度

小麦粉 ５０円程度 ５０円程度 １００円程度

米粉用米の生産量・利用量の推移

： 生産量

： 利用量

製粉コストの比較 新 た な 米 穀 加 工 品

◆米ピューレー

・米穀を加熱処理した後に、裏漉ししピューレー状に加工し
てパン等に利用

・乳化剤の代替として利用でき、保湿性に優れたパンの製
造等が可能

◆米ゲル

・高アミロース米を炊飯後に高速攪拌し
ゼリー状に加工しパン等に利用

・加工条件により様々な物性に加工でき、
パン・菓子等、多彩な用途に使用可能

米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針

○ 米穀の新用途への利用の促進に関する法律に基づき策定

【主な内容】
食料・農業・農村基本計画で定める米粉用米、飼料用米の生産努力目標の

達成に向けて、利用の促進を図るための基本的な方向を提示

・ 利用の促進に向けた新たな技術等の明確化
・ 流通・加工コストの低減
・ 実需者とのマッチング、消費者へのアピール

シュークリーム 皮も中身も米で製造可能

米粉用米の生産拡大

【ｋｇ当たり】
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○ 米粉用米の利用量は、平成２４年度以降、年間２万トン台前半で推移。生産量（計画数量）は、持越在庫による原料
米対応等によって平成２４年産以降減少していたが、平成２７年産は２．３万トンと前年産から０．５万トン増加。

○ 民間では、利用拡大に向け、製粉コスト低減の取組のほか、グルテンを使用しない米粉商品の開発、新たな米穀加
工品（米ピューレー、米ゲル）について、保湿性や粘性に着目した商品開発が進むなど、様々な取組が行われている。

○ 今後の米粉利用拡大のためには、このような米（粉）の特徴を活かした魅力のある商品開発と、そういった商品によっ
てアピールしていくことが重要。

注１） 生産量は計画生産数量。
注２） 利用量は米粉製粉企業からの聞き取り数量。

注１） 米粉は製品販売量（原料玄米ﾍﾞｰｽ。27年度見込み）
50ﾄﾝ以上の主な米粉製粉企業、小麦粉は大手小麦粉
製粉企業から聞き取った数値。

注２） 米粉原料価格は企業購入価格（平均値）であり、
農家出荷価格とは異なる場合がある。

注３） 製品価格（米粉にあっては最高値）は業務用卸値の
平均値。
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週当たりの平均実施回数

米飯給食実施校比率

○ 米の消費拡大に向けて、米飯学校給食の推進、健康面からのごはん食の効用発信などを実施。
○ また、主食用米の消費の約３分の１（約２５０万トン）を占める中食・外食等は、業態やメニューにより求める品質や

価格が様々。
○ このため、①中食・外食事業者や米卸業者と米産地のマッチング、②関係者の連携による産地づくりなどを支援

し、業務用米・加工用米の安定取引を推進。

平成２６年度の週当たり実施回数は３.４回

出典：米飯給食実施状況調査（文部科学省）注：米粉パン・麺は含まない。

業務用米の生産・流通の拡大に向けたセミナー、展示商談会を通

じて生産者と実需者の連携（マッチング）を促進

○ 生産者と実需者のマッチングイベントを開催

３１％

業務用米のシェア ○しにくいもの
中食・外食事業者が求める業務用
米の品質（流通業者への聞き取り）

（例）
おにぎり・・・形が崩れにくいもの
寿司・・・酢が入りやすいもの
丼物・・・粘りが少ないもの

資料：米の消費動向調査((公社）
米穀安定供給確保支援機構調べ）

■ 主食用米の消費内訳等（平成27年度）

（日本の食魅力再発見・利用促進事業（消費拡大全国展開事業）により実施）

■ 米飯学校給食実施回数の推移

米の消費拡大
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「プロ米ＥＸＰＯ２０１５」 （平成27年11月24日開催）
業務用米取引セミナー 展示商談会

○ 「ごはん給食調理講習会」を開催

栄養教諭・学校栄養職員
を対象に和食献立の調理
実演や試食会を行い、「ご
はんに合う和食献立」のポ
イントや調理の仕方などを
紹介

（平成２７年３月開催）

（日本の食魅力再発見・利用促進事業（消費拡大全国展開事業）により実施）

家庭内
69.0%

中食
18.1%

外食
12.9%
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10,881 10,886
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12,012 12,228 11,761 11,558
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平均 0.5ha未満 0.5～1.0ha 1.0～2.0ha 2.0～3.0ha 3.0～5.0ha 5.0～7.0ha 7.0～10.0ha 10.0～15.0ha 15.0ha以上

家族労働費、自己資本利子・自作地地代を除く生産費

家族労働費

自己資本利子及び自作地地代

平均
作付面積

出典：平成26年産米及び麦類の生産費

1.6ha 0.3ha 0.7ha 1.4ha 2.4ha 3.9ha 5.8ha 8.4ha 12.2ha 19.7ha

全国における作付規模別 60kg当たり米生産費（平成26年産）
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○ 2015年の輸出数量は7,640トン（対前年比69％増）、輸出金額は約22億３千万円（同56％増）となった。

○ 2016年1～4月の輸出数量は2,838トン（対前年同期比60％増）、輸出金額は約8億円（同47％増）となっている。
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商業用の米の輸出数量及び輸出金額の推移

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円

2,129 683 2,202 726 3,121 1,030 4,516 1,428 7,640 2,234 2,838 764
(+12%) (-1%) (+3%) (+6%) (+42%) (+42%) (+45%) (+39%) (+69%) (+56%) (+60%) (+47%)

香港 779 256 916 299 1,207 377 1,744 497 2,519 659 1,001 261
(+45%) (+42%)

シンガポール 598 183 668 208 961 300 1,295 371 1,850 463 744 176
(+61%) (+47%)

台湾 183 66 154 50 168 74 407 155 753 268 245 90
(+12%) (+7%)

中国 0 0 34 14 46 19 157 76 568 291 23 10
(+53%) (+66%)

アメリカ 46 24 29 16 91 36 81 37 322 103 177 58
(+190%) (+177%)

オーストラリア 157 38 130 34 189 56 185 59 273 84 97 30
(+14%) (+15%)

タイ 13 6 19 8 21 9 43 15 208 37 113 20
(+438%) (+240%)

イギリス 57 17 48 18 58 23 112 41 189 60 72 23
(+118%) (+113%)

ベトナム 1 1 3 1 16 5 4 2 142 15 33 3
(+0%) (-16%)

モンゴル 4 1 7 2 73 14 51 10 134 24 108 18
(+500%) (+415%)

マレーシア 22 6 10 3 6 2 49 15 124 41 55 15
(+224%) (+161%)

その他 269 86 184 74 285 115 388 149 558 189 170 60
(+36%) (+20%)

２０１４年 ２０１５年
２０１６年
（1～4月）

輸出合計

資料：財務省「貿易統計」（政府による食糧援助を除く。）
注1：（　　）内は対前年同期増減率である。
注2：「その他」には、2015年については、ドイツ、カナダ、インドネシアなどが含まれる。
注3：数量1トン未満、金額20万円未満は計上されていない。

２０１１年 ２０１２年 ２０１３年



 コメ（包装米飯含む）
現地での精米の取組や炊飯ロボットと合わせ
た外食への販売など、日本米のプレゼンスを
高める取組を推進。
★重点国

新興市場：台湾、豪州、ＥＵ、ロシア、中国、
米国等

安定市場：香港、シンガポール

 米菓
相手国のニーズに合った商品の開発、手軽
なスナックとしてのプロモーション強化。
★重点国

新興市場：中東、中国、EU
安定市場：台湾、香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、米国

 日本酒
発信力の高い都市や重点市場でのイベント・
事業を実施するほか、セミナー等を通じて、日
本酒の良さについて普及。日本酒の生産増
に対応した酒造好適米の増産が可能となるよ
う措置。

★重点国
新興市場：ＥＵ、台湾、中国、ブラジル、

ロシア、韓国
安定市場：米国、香港

○ 輸出額目標：６００億円
○ 精米だけでなく、包装米飯・日本酒・

米菓も含めたコメ加工品の輸出に力
を入れる。

2020年目標と対応方向

※ 「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」（25年8月）で決定

（※）

品 目 名 平成25年 平成26年 平成27年
平成28年1-4月 （参考）

主な輸出先国
対前年同期比

コメ・コメ加工品 金額 150億円 169億円 201億円 68億円 +8%

米国
香港
台湾
韓国

シンガポール
中国

コメ
（援助米
を除く）

数量 3,121トン 4,516トン 7,640トン 2,838トン +60% 香港
シンガポール

台湾
中国

オーストラリア金額 10億円 14億円 22億円 8億円 +47%

米菓
（あられ・

せんべい）

数量 3,606トン 4,012トン 3,679トン 1,087トン ▲6% 台湾
香港
米国

シンガポール
ＥＵ金額 35億円 39億円 39億円 11億円 ▲4%

日本酒
（清酒）

数量 16,202
キロリットル

16,314
キロリットル

18,180
キロリットル

6,575
キロリットル

+5%
米国
香港
韓国
中国
台湾

シンガポール
金額 105億円 115億円 140億円 49億円 +6%

○ コメ・コメ加工品の輸出金額は堅調に増加しており、平成27年は201億
円、平成28年1～4月においても、対前年同期比で8%増となっている。

輸出の現状

コ メ ・ コ メ 加 工 品 の 輸 出 を め ぐ る 状 況 と 対 応 方 向
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米・米関連食品の輸出拡大に向けた取組

（注）ＱＲコードから、日本産米・米加工品のＰＲ映像が流れる
ＨＰへリンク

○ 米・米関連食品の輸出拡大のため、他の品目に先がけて、オールジャパンでコメ・コメ関連食品の輸出を促
進する全国団体（全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会）を平成26年11月27日に立ち上げ。

○ 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会は、統一ロゴマークの開発・発表、海外でのPRイベント等を開催。

〈 日本産米輸出の統一ロゴマーク 〉

（１）輸出拡大のための日本産米・コメ加工品の統一ロゴ
マークを開発し、国内で発表（平成27年３月13日）。
（農林水産大臣出席、国内メディア約30社が参加）

ロゴマークと併せてＱＲコードを表示し、日本産米
に関する映像コンテンツを含むＷＥＢページにリンク
させることにより、日本産米の良さを映像でＰＲする
仕組みを構築。

（２）海外においても、統一ロゴマークを用いて、日本産米・
米関連食品のＰＲイベントを開催。

① シンガポール 平成27年３月16日
・ 日本産米ロゴマークＰＲイベント
・ 日本産米を使った料理の試食会

② 上海 平成27年３月20日
・ 現地バイヤー向け日本産米セミナー、試食会

③ ロンドン 平成27年５月５日
・ 日本米・日本食文化等の紹介、日本酒セミナー

④ 香港 平成27年８月13、14日
・ 日本米・日本食文化等の紹介、日本酒セミナー

⑤ ロシア 平成27年10月５～８日
・ 日本米・日本食文化等の紹介、日本酒セミナー

⑥ シンガポール 平成28年１月15、16日
・ 日本米調理体験型セミナー

⑦ 上海 平成28年３月４～７日
・ パックご飯を使った日本料理実演試食
・ 日本産米を使った料理及び日本酒の実演試食
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平成26年11月27日
（前身の全国米関連食品輸出促進会から改称し、組織目的を明確化し、オールジャパンの輸出団
体として平成26年11月27日に設立。平成27年8月13日に一般社団法人化。）

１． 我が国の良質な米・米関連食品の海外での需要の開拓・拡大を図り、世界のマーケットに届
けるため、 オールジャパンで取り組むべき共通課題の洗い出し・解決に向けた協力体制を構築
すること

２． 輸出の拡大を通じて、我が国のコメ生産者の所得向上に資すること
３． 輸出拡大にむけて、協議会会員間の相互の情報収集、共有を通じ、各種連携を促進し、必要

に応じて輸出事業の共同展開に資すること

１． オールジャパンのブランド育成
２． 海外市場開拓調査
３． 産地PR・国内商談会
４． 海外販売促進活動
５． 会員ニーズに基づく共同の取組の促進 等

109会員（平成28年5月16日現在）
秋田おばこ農業協同組合、全国農業協同組合連合会、木徳神糧株式会社、元気寿司株式会

社、株式会社神明、鈴茂器工株式会社、関谷醸造株式会社、全国米穀販売事業共済協同組合、
一般社団法人全国包装米飯協会、株式会社永谷園、白鶴酒造株式会社、全国米菓工業組合、株
式会社吉野家ホールディングス、株式会社ローソン 等

１．設立

２．目的

３．事業内容

４．会員数

一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会の概要
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ローエンド

ミドルレンジ

※ 価格帯イメージ： 300～600円/kg
・ 中国産 中・短粒種（プレミアム）
・ 米国、豪州産 中・短粒種（カル
ローズ等）

・ プレミアム長粒種（香り米等）

※ 価格帯イメージ：～300円/kg
・ 一般的な長粒種、中国産 中・短粒種

深掘り

ハイエンド

③ 米の生産コスト削減についてのKPI（担い手の

生産コストを全国平均比4割削減）に向けた取組

を着実に進める（省力化技術の導入や作期分散

、資材費の低減）。

④ 国内で主食用として多く生産されていない多収

品種を導入し、試験的に低コスト生産を行い、海

外マーケットでテスト販売を行う等の輸出産地づく

りの取組を推進

輸出ターゲット市場の深掘り

⑤ 従来は、国内主食用米と

区別するため、６月時点で

「販売契約書」の提出を求

めていたが、平成28年4月

より、生産者による「輸出

計画書」のみで生産が可

能となるよう、制度運用を

改正

輸出用米生産に関する
制度運用を改正

※ 価格帯イメージ：600円/kg～

海外マーケットにおける日本産米の位置付け及び対応方針（イメージ）

拡
大

① 中国向け輸出ルートの複線化

精米工場等の指定追加の働きかけを継続的に

進めつつ、これまで実績を有しない事業者による

輸出の取組を拡大し、輸出先での流通を複線化

（平成28年度に5事業者が実証予定）

② 幅広い輸出ターゲットに向け、商品・売り方を

多様化

・ 機能性成分を売りにした高付加価値商品の販

売促進（金芽米等）

・ インターネット販売を活用した日本産米の販売

の事業化の可能性、ターゲットの見極め

・ 炊飯機のない家庭でも食べられるよう、パック

ご飯等の形態での販売促進（市場性等の調査）

輸出ターゲット市場の拡大

これまでの日本産米の進出ゾーン
（主なマーケットは、香港・シンガポー
ルの高所得者層）
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米の輸出力強化に向けた対応方向 （農林水産業の輸出力強化戦略 平成28年５月19日決定より抜粋）



□ 我が国と輸出国の間には、国土条件の制約などにより、国内生産者の努力だけでは埋めることのできない農業生
産性の格差が存在。

□ 米の生産コストは、米国と比較して約７倍の差。
□ 我が国では、トラクタや自脱型コンバインのほか、田植機といった各工程に係る専用機を多くの生産者が保有し、

自ら作業。一方、米国では、基本的にはトラクタと普通型コンバインを所有し、播種や防除、施肥作業は専門業者に
委託。

資料：ＵＳＤＡ「Production Costs and Returns」（2014）、1ＵＳ＄＝105.95円（国際通貨基金）
農林水産省「米及び麦類の生産費」(平成26年産)

注１：生産コストは資本利子・地代全額算入生産費
注２：農林水産省「米及び麦類の生産費」における調査対象のコメ農家の平均作付面積は1.6ha。

○ 米国とのコメ生産コストの比較（2014年）
（千円／60kg）

物財費 労働費

2.2（1.0倍）

11.6（5.3倍）

その他 （千円／60kg）

15.4（7.0倍）

経営規模・生産コスト等の内外比較
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○ 我が国は、0.3～0.5ha区画を中心とした水田に合う中型機械による稲作が行われているのに対して、米国の稲作
は広大な農地に簡易に畦を造成した大区画（10ha区画程度）で、種もみを飛行機で直接、播種する等、栽培法が大
きく異なり、効率性に大きな格差。

日本 米国(カリフォルニアの典型的生産法）

経営規模

[1ha=10,000㎡]

トラクター

播種・育苗・移植

直播

収穫

水稲作付面積 全国平均 1.2ha

北海道 7.1ha

95～225馬力

→購入又はリース

200馬力：1.2ha/時

ハウス内等で播種・育苗
→ 田植機により移植

20～50馬力

30馬力：0.2ha/時

4～10条植：

0.2～0.45ha/時

自脱型コンバイン

3～6条刈：

0.15～0.3ha/時

種もみを飛行機から

直接播種

→専門業者に外部委託

大型コンバイン

→購入又はリース

刈幅6ｍ：1ha/時

出典：水稲作付面積「2010年農林業センサス」、 University of California Cooperative Extension : Sample Costs to Produce Rice (2012)ほか

約1.8km×1.8km相当

東京ドーム約70個相当

約320ha

１区画規模 ～1ha程度 １区画規模 ～10ha程度

日米の水稲栽培法の主な違い
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■ 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（米の場合341円/kg）を維持した上で、米国、豪州にSBS方式※の国別枠
を設定。（国別枠は、米と米粉等の国貿品目を対象として一体的に運用。）

※注：SBS方式とは、国家貿易の下で、輸入業者と国内の実需者との実質的な直接取引を可能とする売買方式。

米及び米粉等の国家貿易品目

(注)※1 国内の需要動向に即した輸入や実需者との実質的な直接取引を促進するため、我が国は、既存のWTO枠のミニマムアクセスの運用について見直しを行うこととし、既
存の一般輸入の一部について、中粒種・加工用に限定したSBS方式（6万実トン）へ変更する予定。

※2 円滑な入札手続を行うため、透明性向上の観点から、SBSの運用方法の一部について、技術的な変更を行う予定。

米の調製品・加工品等（民間貿易品目）

■ 一定の輸入がある品目等は、関税を５～25%削減。（合計13品目）
・米粉調製品（加糖）：23.8％→17.8％(▲25％・6年目)［TPP参加国からの輸入量：約１万６千トン(2011～13年平均)］
・米粉調製品（無糖）：16.0％→13.6％(▲15％・4年目)［TPP参加国からの輸入量：約４千トン(2011～13年平均)］
・その他11品目 ：▲5％の即時削減

■ 輸入量が少ない又は関税率が低い品目等は、関税を削減・撤廃。（合計16品目）
・穀物加工品（粟粥等）：21.3％→5.3％(▲75％・6年目)［TPP参加国からの輸入量：約130トン（2011～13年平均）］
・その他15品目：0～11年目で関税撤廃

既存のSBS枠 10万実トン
（品種・用途限定なし）

既存のWTO枠（77万玄米トン）

既存のSBS枠 10万実トン
（品種・用途限定なし）

既存のWTO枠（77万玄米トン）

既存の一般輸入

加工用に販売する他、飼料用・援助用
等に活用

既存の一般輸入

加工用に販売する他、飼料用・援助用
等に活用

※2

※1

米国枠：５万実トン（当初３年維持） → ７万実トン（13年目以降）

国別枠（SBS枠）

豪州枠：0.6万実トン（当初３年維持） → 0.84万実トン（13年目以降）

※2

Ｔ Ｐ Ｐ 市 場 ア ク セ ス 交 渉 の 結 果
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国名 米国 カナダ 豪州 メキシコ マレーシア

現行
↓

交渉結果

3ｾﾝﾄ/ﾘｯﾄﾙ
↓

即時撤廃

2.82～12.95ｾﾝﾄ/ﾘｯﾄﾙ
↓

即時撤廃

5％
[無税]

↓
即時撤廃

20％
[無税]

↓
即時撤廃

25.50ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ per 100% vol. /ﾘｯﾄﾙ
↓

16年目撤廃

シンガポール チリ ペルー NZ ベトナム ブルネイ

（無税）

6％
[無税]

↓
即時撤廃

9％
[無税]

↓
6年目撤廃

（無税）

59％
[23.6％]

↓
3年目撤廃

（無税）

国名 米国 カナダ 豪州 メキシコ マレーシア

現行
↓

交渉結果

1.4ｾﾝﾄ/kg
↓

5年目撤廃
（無税） （無税）

20%
↓

10年目撤廃

40%
↓

11年目撤廃

シンガポール チリ ペルー ＮＺ ベトナム ブルネイ

（無税）
6%
↓

8年目撤廃

0%+従量税
↓

従量税維持
（無税）

40%
[22.5%]

↓
即時撤廃

（無税）

（１）コメ（精米）

国名 米国 カナダ 豪州 メキシコ マレーシア

現行
↓

交渉結果

無税～4.5%
↓

即時撤廃

2％～
5.42ｾﾝﾄ/kg + 4%

↓
即時又は

11年目撤廃

5％
[無税]

↓
即時撤廃

10％
[無税]

↓
即時撤廃

無税又は6％
[無税]

↓
即時撤廃

シンガポール チリ ペルー NZ ベトナム ブルネイ

（無税）
6％
↓

即時撤廃
（無税）

5％
↓

2年目撤廃

20～30％
[14.6%]

↓
4年目撤廃

（無税）

（２）米菓

注： 「現行」はTPP交渉のベースとなった2010年1月1日時点の税率。[ ]内は、2015年4月時点のＥＰＡ税率。

各国の対日関税に関するＴＰＰ交渉結果（コメ・コメ加工品関係）

（３）日本酒

個別品目の交渉結果
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〇 米は、国民の主要食糧の一つであり、国内における米の安定的な生産とその継続を確保するため、WTO協定で約束したミニマ
ム・アクセスを超える数量について、高い二次税率によりその輸入（枠外輸入）を抑制するとともに、ミニマム・アクセス米（枠内輸
入）については、国家貿易を通じて国が輸入差益を徴収しつつ、用途に応じた売渡し管理を行っている。

国内生産量（水稲） 主な生産地（2013年産、水陸稲）

8,603千玄米㌧
（生産量ｼｪｱ）

うち主食用
8,182千玄米㌧

新潟県
（8%）

北海道
（7%）

秋田県
（6%）

【生産量】

出典：作物統計

輸入量 主な輸入先国（2013年度）

77万玄米㌧
（輸入量ｼｪｱ）

米国
（47%）

タイ
（46%）

豪州
（5%）

【輸入量】

（注）輸入量は、ミニマム・アクセス米の2013年度の輸入契約数量。

【価格】

価格の推移（円/精米kg）

年 2009 2010 2011 2012 2013

国内価格 251 220 264 286 246

国際価格 101 69 67 63 72

出典：農林水産省「米をめぐる関係資料」
（注１）国内価格は、相対取引価格の年産平均から消費税等を含まない価格を

試算したものであり、玄米の価格を精米換算したもの。 （年産ベース）
（注２）国際価格は、カリフォルニア州産短粒種の現地精米所出荷価格（暦年

ベース）

関税率（〔 〕は従価税換算値） 国境措置の概要

一次税率
無税

二次税率
341円/kg
〔778％〕※

○ 枠内

・国家貿易によるミニマム・アクセス（Ｍ
Ａ）米の輸入（輸入差益の徴収）

○ 枠外
・高水準の関税

【国境措置】

（※ＷＴＯ農業交渉上の換算値）

輸入差益
上限

292円/kg

約７７万玄米トン／年

枠内輸入（ＭＡ米）
（国家貿易（一元輸入））

価格

二次税率
341円/㎏（※）

政府売渡価格

輸入差益

（292円/kgを上限）

輸入価格 輸入数量

枠外輸入
（民間貿易）

※従価税換算値：778％（精米）
（注）ＷＴＯ農業交渉（’00～）において、
非従価税の関税削減幅を決定するため
に、基準時（’99-’01）の輸入価格及び国
際価格を基に算出された数値。

（一次税率：0円/kg）

約0.1～0.2千トン／年
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① 輸入業者が国の入札に参加。
② 国と輸入業者（落札業者）が買入委託契約を締結。
③ 国が輸入業者から買い入れ。
④ その後、国が別の入札によって国内の実需者に売り渡し。

価格の面で国産米では十分対応し難い加工用、飼料
用等の非主食用に販売。

① 輸入業者と国内の実需者がペアで国の入札に参加。
② 国の売渡価格と買入価格の差（マークアップ）が大きいものから

落札。
③ 国と輸入業者・実需者（落札ペア）の３者間で特別売買契約を締

結。
④ 国が輸入業者からの買入れと実需者への売渡しを同時に実施。

主に主食用に販売。特別売買契約

実需者輸入業者

（買入） （売渡）
国

実質的な直接取引

□ 国は、入札によって決定した輸入業者を通じて買入れ。ただし、ＭＡ米の一部について、国家貿易の枠内で、輸入業者と国
内の実需者の実質的な直接取引を認めている（ＳＢＳ輸入）。

□ 輸入方式別の数量は、近年、一般輸入米が66万玄米トン、ＳＢＳ米が10万実トン。

買入委託契約

実需者輸入業者

買入 売渡

国

【一般輸入】（66万トン）

【ＳＢＳ（Simultaneous Buy and Sell：売買同時契約）輸入】（10万トン）

※：輸入数量の単位は、一般輸入については玄米トン、ＳＢＳについては実トン。 49

ＭＡ米輸入の仕組み
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注１：国産米の価格は、平成17年産以前はコメ価格センターの価格、18年産以降は相対取引価格。
注２：コメ価格センター価格は、消費税等を含まないものであり、玄米の価格（年産ベース）を精米換算（とう精代等は含まない）したもの。
注３：相対取引価格は、消費税等を含まない価格を試算したものであり、玄米の価格（年産ベース、当該年産の出回りから翌年の10月までが対象）を精米換算したもの。27年産につい

ては、28年５月までの価格を使用。
注４：米国産SBSの政府買入価格は港湾諸経費を含む。（加重平均価格）
注５：平成26年度は米国産うるち精米短粒米のＳＢＳ買入実績がないため、ＳＢＳの政府買入価格及び売渡価格のデータはなし。
注６：米国産米の価格は、カリフォルニア州短粒種（精米）の現地精米所出荷価格（暦年ベース）｢USDA Rice Yearbook｣（米国農務省）。23年１～10月、27年３～12月のデータはなし。
注７：為替レートは、年平均のもの。「International Financial Statistics Yearbook」（国際通貨基金）。27年については、暫定的に東京三菱UFJのTTSを使用。

銘柄２

米国産うるち精米短粒米
（SBS政府買入価格）

銘柄１

米国産米
（米国内市場価格）

米国産うるち精米短粒米
（SBS政府売渡価格）

□ ＳＢＳにより輸入される米は、低価格の国産米の価格水準を見据えて、国内に流通。

SBS落札
数量（万実
トン)

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.7 10.0 10.0 6.1 1.2 2.9

国 産 米 の 価 格 と 米 国 産 S B S 価 格 （ う る ち 精 米 短 粒 種 ） と の 比 較
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Ⅱ TPP関連政策の目標

３ 分野別施策展開

（１）農林水産業

①攻めの農林水産業への転換（体質強化対策）

○国際競争力のある産地イノベーションの促進
水田・畑作・野菜・果樹の産地・担い手が創意工夫を活かして地域の強みを活かしたイノベーションを起こすのを支援することにより、農業の国際

競争力の強化を図る。

○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓

米・牛肉・青果物・茶・林産物・水産物など重点品目の全てで輸出先国の関税が撤廃される中、高品質な我が国農林水産物の一層の輸出拡大、輸出阻
害要因の解消、６次産業化・地産地消による地域の収益力強化等により、攻めの農林水産業を推進する。

②経営安定・安定供給のための備え（重要５品目関連）

○米
国別枠の輸入量の増加が国産の主食用米の需給及び価格に与える影響を遮断するため、消費者により鮮度の高い備蓄米を供給する観点も踏まえ、毎

年の政府備蓄米の運営を見直し（原則５年の保管期間を３年程度に短縮）、国別枠の輸入量に相当する国産米を政府が備蓄米として買い入れる。

Ⅳ 政策大綱実現に向けた主要施策

３ 分野別施策展開

（１）農林水産業

①攻めの農林水産業への転換（体質強化対策）

○国際競争力のある産地イノベーションの促進
（産地パワーアップ事業の創設による地域の営農戦略に基づく農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や改植などによる高収益作物・栽培体系への
転換、水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化、新たな国産ブランド品種や生産性向上など戦略的な革新的技術の開発、農林漁業成長産業化支援機構
の更なる活用、製粉工場・製糖工場等の再編整備）

○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓

（米・牛肉・青果物・茶・林産物・水産物などの重点品目毎の輸出促進対策、戦略的な動植物検疫協議、日本発の食品安全管理規格等の策定、産地と
外食・中食等が連携した新商品開発、訪日外国人旅行者への地域農林水産物の販売促進）

○検討の継続項目
（農政新時代に必要な人材力を強化するシステムの整備、生産者の所得向上につながる生産資材（飼料、機械、肥料など）価格形成の仕組みの見直
し、生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通・加工の業界構造の確立、真に必要な基盤整備を円滑に行うための土地改良制度の在り方
の見直し、戦略的輸出体制の整備、原料原産地表示、チェックオフ制度の導入、従前から行っている収入保険制度の導入に向けた検討の継続、農家が
安心して飼料用米に取り組めるよう、食料・農業・農村基本計画に明記された生産努力目標の確実な達成に向け、生産性を向上させながら、飼料用米
を推進するための取組方策、配合飼料価格安定制度の安定運営のための施策、肉用牛・酪農の生産基盤の強化策の更なる検討、農村地域における農業
者の就業構造改善の仕組み）

総合的なTPP関連政策大綱 （平成27年11月25日 TPP総合対策本部決定） ［米関係抜粋］
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政 府 備 蓄 米 の 運 営 の 見 直 し

米

消費者により鮮度の高い備蓄米を供給する観点も踏まえ、毎年の政府備蓄米の運営を見直し（原則５年の保管
期間を３年程度に短縮）、国別枠の輸入量に相当する国産米を政府が備蓄米として買い入れます（※）。

（イメージ図）

国別枠の輸入 市場に流通する主食用米

国別枠の輸入量に相
当する国産米を政府
備蓄米として買入

国別枠の輸入量の増加が国産の主食用米の需給及び価格に与える影響を遮断します。

（※１）備蓄米は今後も平時には最終的に非主食用（飼料用、加工用、援助用）として売
却。

（※２）具体的な運用方法については、協定発効に向けて今後検討。
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政府備蓄米の現在の在庫状況

○ 政府米の備蓄については、適正備蓄水準を100万トン程度として運用（10年に1度の不作（作況92）や、通常程度の不作（作
況94）が２年連続した事態にも国産米をもって対処し得る水準）。

○ 備蓄運営については、政府による買入・売渡が市場へ与える影響を避けるため、通常は主食用途に備蓄米の売却を行わな
い棚上備蓄を実施（備蓄米を供給するのは、大不作などの場合のみ）。

○ 基本的な運用としては、適正備蓄水準100万トン程度を前提とし、毎年播種前に20万トン程度買入れ、通常は５年持越米と
なった段階で、飼料用等として売却。

原則20万t×5年→100万t

5年持越米

20万トン

1年持越米

2年持越米

3年持越米

4年持越米

基本的な政府備蓄米の運用

【最近の買入数量】 【現在の備蓄状況】

22年産 18万トン

23年産 7万トン

24年産 8万トン

25年産 18万トン

26年産 25万トン

27年産 25万トン

28年産 22.5万トン（予定）

29年産 20万トン（予定）
※ 5年を超える古米を多く保有していたこと

から、26年度において、政府備蓄米と25年
産米（25万トン）を交換。

播種前契約による買入

飼料用等として売却

26年産 25万トン

25年産 43万トン

24年産 8万トン

23年産 7万トン

22年産 8万トン

0万トン

50万トン

100万トン

1平成27年６月末

うち25万トンは

交換により取得

在庫量：91万トン

（万トン）

※

政 府 備 蓄 米 の 運 営 に つ い て
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